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　学生生活を有意義にすごすためには、規則正しい生活、十分な栄養と睡眠、運動、
積極的に物事を行う態度が大切です。普段から健康管理に心がけましょう。
　体に異常があれば専門医の診療を受けましょう。早期発見、早期治療が大切です。

「学生健保のしおり」は年度ごとに改訂される場合がありますので、
必ず当該年度の「学生健保のしおり」を参照してください。

１．�この小冊子を学生健保を利用する際の手引きとしてください。
２．�学生証＊が組合員証になりますので、学生証を紛失しないように、また 

常時携帯してください。
　　＊特別外国人学生を除く

３．�学生健保に関して、また利用手続について不明な点は、所属キャンパス
の学生課にお問い合わせください。

健康管理の心がまえ
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Ⅰ　学生健保の概要

　学生健康保険互助組合（以下「学生健保」といいます）とは、全学生の相互扶助の精神に基づき、
在学中の疾病・傷害や健康管理に対して一定額の補助を行うことを目的として、学生自らの手で
作られ運営されている自治組織です。立教大学では1962年に設立されました。
　在学中に傷病により病院等で治療を受けた場合、私達の多くは、父母等や自分自身で加入して
いる医療保険の適用は受けられますが、医療費の一部は自己負担しなければなりません。一部と
いっても私達学生（特に自宅外通学者）にとっては、傷病そのものもそうですが、その経済的負
担は深刻で、学生生活に支障をきたすことも考えられるのです。このような、医療による経済的
負担をなくすために作られたのが、この学生健保です。学生健保は、法の定めによる制度ではなく、
立教大学という共通基盤で生活している学生同士が、お金を出し合い相互に助け合っていく “互
助組織” です。

２．学生健保の活動
　学生健保の主な活動として組合員の医療費負担に対する相互扶助を目的とする医療給付事業が
あげられます。具体的には医療費給付（自動給付・申請給付）、治療用装具代の給付、予防接種の
費用補助などがあります。その他の事業として、疾病予防を目的とするキャンパス内での歯科健
診や希望集団健診の費用補助、福利厚生を目的とする障害給付金や死亡弔慰金などの給付を行っ
ています。さらに、健康増進や疾病予防に関するイベント等の開催も行っています。

３．学生健保の運営
　日常の組合事務は、学生の委員で構成される学生保険委員会と大学の事務部局である学生課、
財務部経理課で行われています。学生保険委員会では組合の運営方針案の策定、疾病予防活動（歯
科健診等）などを外郭団体の献血運動の会との協力によって行い、大学の事務部局では医療費給
付などの事務的な仕事をそれぞれ担当しています。

４．組合員になるには
■組合員の構成
　立教大学の学部学生と大学院学生は、入学と同時に全員が組合員となります（特別外国人学生
は任意加入です）。休学中でも組合員としての資格はありますが、卒業（修了）・退学等により本
学の学生でなくなった時には、資格を失います。

■組合費
　組合費（年間3,500円）は、春学期・秋学期それぞれ半期分ずつ学費と同時に「その他の納入金」
として納入しています（休学の場合も納入します）。

１．学生健康保険互助組合（学生健保）とは

設 立 宣 言

　学生は正しき判断と強固なる意志のもとに、真理の探求にいそしむものである。その為には健全なる

精神と、健全なる身体の保持増進とが図られねばならない。

　故に我々立教大学学生会は、学生独自の意思とエネルギーを結集し、学生生活の向上を願う学生運

動の一環として、学生相互による援助をもとに、経済的にも精神的にも安定した学生生活を送り得る

保障として、ここに立教大学学生健康保険組合※の設立を宣言する。

　我々の立教大学学生健康保険組合は、学生の健康管理及び奨学的立場からの大学当局、一般教職員

の協力のもとに、学生自からの手で、学生自からのために組合設立の意義を高からしめ、その充実、

発展を図ることをここに確認する。

1962 年 9 月 14 日

立教大学学生健康保険組合設立

学　　生　　大　　会

※�設立当時の名称は「立教大学学生健康保険組合」であったが、1998 年４月１日より、「立教大学学生健康保険互助組合」
と改称している。

■組合員証
　学生証が組合員証になります（学生証の裏面５番参照）。（特別外国人学生の任意加入者には、
別途組合員証を発行します）。

５．学生保険委員会の役割
　学生保険委員会は、組合員の中から公募され、信任された最大40名の学生保険委員によって構
成される組合の執行機関です。学生保険委員会は組合の企画・管理・運営にあたり、予算などの
重要案件を協議する、などの重要な役割を担います。また、学生健保の運営に関する問題を組合員・
モニターを通して集約し、必要な場合にはその改善について理事会に提案し、話し合います。こ
のように、学生保険委員会は組合員の総意を代表した執行機関として、組合員の利益を図るため
に活動しています。

６．モニターの役割
　学生健保の活動を円滑にし、組合員の意見を最大限に取り入れるため、学生健保には「モニター
制度」があります。現在は組合員が定期的に集まることが困難であるため、必要に応じてアンケー
トを行っています。
　モニターは、必要に応じて、組合員の中から無作為に抽出します。選ばれた学生には学生保険
委員会からアンケートを依頼しますので、その際には是非ご協力をお願いします。
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＜自動給付の利用方法＞

■契約医療機関
　立教学院診療所（池袋キャンパス内・13ページ参照）

■利用方法
　上記機関の受付・会計窓口で学生証と「マイナ保険証」または「資格確認書」を提示します。
特別外国人学生の方は、学生健保の組合員証も一緒に提示してください。
　保険診療の自己負担分（30％限度）の医療費については、契約医療機関から直接学生健保に請
求されますので、学生のみなさんは窓口で支払いをする必要はありません。
　また、下記の点にも注意してください。

　◆立教学院診療所
　�　薬剤の院内処方は自動給付の対象ですが、院外処方となった調剤費については、申請給付の

対象となります。
　　「マイナ保険証」または「資格確認書」を忘れた場合は自費になることもあります。

■給付の対象外
　４ページを参照してください。

■給付限度額
　４ページを参照してください。

Ⅱ　学生健保の事業

　学生健保では、組合規約第39条～ 45条に基づき、医療費給付をはじめ、下記のような事業を行っ
ています。

＜事業概要＞

医療給付

医療費給付
申請給付（６ページ）
自動給付（５ページ）

予防接種の費用補助（１１ページ）
治療用装具代の給付（１０ページ）

疾病予防、その他（１２ページ）

（１）医療費給付

■医療費給付の対象・範囲
　歯科を除く、全国の病院・保険薬局において、医療保険が適用された病院の医療費（院内処方
含む）、保険薬局の調剤費が対象です。なお、2024年４月受診分より、接骨院・整骨院・鍼灸院で
の施術等はすべて対象外となりました。
　医療保険（健康保険、国民健康保険等） から受けられる給付は、原則として保険診療内の医療
費の70％ですので、学生健保では医療保険では給付されない自己負担分（30％限度）のうち、組
合が定める基準に従って給付します。なお、公費負担がある場合はそちらを優先してください。

■医療費給付の対象外
　次の場合は給付の対象外となります。 
①歯科診療　②入院時食事療養費 　③入院時差額ベッド代　④特定療養費
⑤第三者による傷害（交通事故など）⑥健康診断・人間ドック　⑦文書料・容器代等
⑧ その他保険対象外・自費診療のもの　⑨接骨院・整骨院・鍼灸院での施術等

■自動給付と申請給付
　医療費給付には、自動給付と申請給付の２つの方法があります。
　自動給付は契約医療機関（立教学院診療所）で診療を受ける場合に適用される制度です。受付・
会計時に「学生証」と「マイナ保険証」または「資格確認書」両方を提示すれば、保険診療内の
自己負担分（30％限度）は支払う必要はありません。
　申請給付は自動給付で適用される医療機関以外の病院や保険薬局で、診療（通院・入院）およ
び調剤を受ける場合に使える制度です。病院や保険薬局で支払いの後、大学の窓口に申請して、
給付を受けます。
　自動給付と申請給付の詳しい利用方法については次ページ以降をご覧ください。

■給付限度額
・給付限度額は、自動給付と申請給付を合わせて1 ヵ月間で40,000円、年間で320,000円です。
・‌�給付限度額を超えた場合、後日、自動給付は、学生健保より超過分の返還請求を行います。申

請給付は、超過分を差し引いて給付します。
・超過分を支払うまでは、自動給付、申請給付とも医療費給付を受けられません。
・年間限度額を超えた場合、同年度内は自動給付、申請給付とも医療費給付を受けられません。

１．学生健保の事業概要

２．医療給付
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＜申請給付の利用方法＞
学生健保　医療費給付について
https://portal.rikkyo.ac.jp/student_affairs/scholarships/benefitLINK▶

■対象機関
　歯科（デンタルクリニックを含む）を除く全国の病院と保険薬局について利用できます（立教
学院診療所は自動給付の対象です）。なお、歯科は対象外ですが、口腔外科は対象となります。「歯
科」とつく病院や診療科で口腔外科の治療を受け、申請する場合は、治療日すべてについて１ヵ
月ごとに「口腔外科治療証明書※」の提出が必要です。なお、2024年４月受診分より、接骨院・整
骨院・鍼灸院での施術等はすべて給付対象外となりました。
　※�巻末綴じ込みあり。申請窓口でも配付しています。学生健保Webサイトからダウンロードで

きます（表紙QRコード参照）。

■利用方法
　病院や保険薬局で支払いを行った後、大学窓口で申請を行い、給付を受けます（銀行振込）。

■申請条件・給付金額
　各病院・保険薬局での保険診療の自己負担金額が、１カ所につき１ヵ月（１日～月末）の間に2,500
円以上になった場合にその金額の全額（但し給付限度額以内）を給付します。この2,500円の基準
額は、病院・保険薬局が異なるごとにすべて別々に計算します。
　計算方法については９ページの「医療費給付の計算方法の例」を参照してください。

■申請期間
　病院・保険薬局にかかった翌月の受付期間に１ヵ月分をまとめて申請します（支払いの翌月で
はありません）。
例１）・４月（１日～ 30日）に病院で診察を受けた　　　　　　　→５月に申請
　　 ・４月（１日～ 30日）に保険薬局で薬を処方してもらった　→５月に申請

※�なお、月をまたいで入院をした場合のみ、入院分・通院分を退院月の翌月にまとめて申請でき
ます。

例２）・４月～５月（１日～ 31日の間に退院）にかけて病院に入院をした
→４月分（通院・入院）と５月分（通院・入院）を６月にまとめて申請

■給付の対象外
　４ページを参照してください。

■給付限度額
　４ページを参照してください。

■給付日
　学生健保のWebサイトを参照してください（表紙QRコードや受付時に渡す受付票QRコード参照）。

■申請方法
［窓口申請］
　以下の①～⑤が必要となります。このうち、④⑤は初回申請者のみ提出が必要です。なお、学
費の口座振替と同じ口座を使用する場合でも、④⑤の提出は必要です。大学院進学などで学生番
号が変わった場合は、振込口座を再登録してください。
　①「医療費給付申請書※」
　② ‌�領収証（必要項目：日付、宛名、保険負担割合、診療日ごとの保険分合計額（保険点数でも可）・

保険診療自己負担額（一部負担金）・保険外金額・領収額、医療機関名または保険薬局名・
住所・電話番号、領収印＊。これらの項目の記載が無い領収証の場合には、巻末綴じ込みの「医
療費領収証」を用いて医療機関に記入してもらってください）。

　　 　＊医療機関によっては省略されている場合があります。その場合には受理します。
　　 　�注１：修正が行われた領収証は無効です。
　　 　�注２：コピー不可。原本が提出できない事情がある場合のみ、原本提示の上、コピーを提

出することを認めます。
　　 　�注３：診療日ごとに「保険分合計額（保険点数×10）」×「保険負担割合」＝「保険診療

自己負担額（一部負担金）」となっていない場合は、給付の対象となりません（１円単位
四捨五入は可）。

　　 　�注４：未収金の記載がある場合は、病院、薬局にいつ受診した未収金か領収証の余白に記
載してもらったうえ、記入者の捺印をもらってください（学生本人記入不可）。

　③ 学生証の提示（特別外国人学生の方は、学生健保の組合員証も一緒に提示してください）
　以下は初回申請者のみ提出が必要です。
　④「振込口座確認書※」
　⑤ �銀行通帳のコピー
　※�各種申請書は、巻末綴じ込みあり。申請窓口でも配付しています。学生健保Webサイトから

ダウンロードすることもできます（表紙QRコード参照）。

［申請窓口］
　池袋キャンパス　学生課（５号館１階）　☎ 03-3985-2442
　新座キャンパス　学生課（７号館２階）　☎ 048-471-6924
　　受付時間（授業期間）　平　日　　9:00~17:00　　土曜日　　9:00~12:30
　＊�授業期間外の受付時間については、学生健保Webサイトをご確認ください。

　＊�ビジネスデザイン研究科、社会デザイン研究科、人工知能科学研究科および経済学研究科社
会人コースの学生で、学生課の開室時間外に申請を希望する方は、独立研究科事務室までお
問い合わせください。

　　E-mail：shindaigakuin@rikkyo.ac.jp
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＜例１＞

病院・保険薬局 診察・処方日 保険自己負担額 保険自己負担分の月合計額 支給金額

Ａ病院
4 月 1 日
4 月 15 日

1,000円
1,490円

2,490 円 0円

Ｂ病院 4 月 30 日 2,500円 2,500 円 2,500円

＊Ｂ病院のみ月の合計額が 2,500 円以上であるため、2,500 円が支給されます。

＜例２＞

病院・保険薬局 診察・処方日 保険自己負担額 保険自己負担分の月合計額 支給金額

Ａ病院 4 月 5 日 1,500円 1,500 円 0円

Ｃ保険薬局 4 月 5 日 3,500円 3,500 円 3,500円

＊�Ａ病院の処方せんでＣ保険薬局で薬を処方された場合でも、ＡとＣは合算できません。この場合、
Ａ病院は 2,500 円以上ではないため、支給対象になりません。

＜例３＞

病院・保険薬局 診察・処方日 保険自己負担額 保険自己負担分の月合計額 支給金額

Ａ病院
4 月 20 日
4 月 25 日
4 月 30 日

20,000円
20,500円
 1,500円

42,000 円 40,000円

＊�月の合計金額が１ヵ月の給付限度額（40,000 円）以上であるため、上限金額の 40,000 円の支給
となります。この場合、30 日診察分の領収書の提出は不要です。

＜例４＞

病院・保険薬局 診察・処方日 保険自己負担額 保険自己負担分の月合計額 支給金額

Ａ病院
4 月 10 日

4月 28日〜 30日（入院）
1,500円（通院） 　　

20,500円（４月入院費）
22,000 円 22,000円

Ａ病院 5月 1 日〜 15 日（入院）100,000円（５月入院費） 100,000 円 40,000円

＊�入院が複数月にわたった場合、入院前・後の通院分（入院と同月内）も含めて退院の翌月にま
とめて申請できます。この例の場合は４、５月分をまとめて６月に申請し、２ヵ月分合計
62,000 円が給付されます。

＜例５＞

病院・保険薬局 診察・処方日 保険自己負担額 保険自己負担分の月合計額 支給金額

立教学院診療所
4 月 1 日
4 月 5 日

500円
1,000円

1,500 円 1,500円

Ａ病院 4 月 20 日 39,000円 39,000 円 38,500円

＊�契約医療機関（立教学院診療所）は、2,500 円未満でも給付の対象です（医療機関から直接学
生健保に請求されますので、病院窓口での支払いはありません）。この場合、立教学院診療所と
Ａ病院の月の合計額が１ヵ月の支給限度額 40,000 円以上であるため、Ａ病院については、給付
限度額を超えた分（500 円）を引いた金額が支給されます。

＜医療費給付の計算方法の例＞［郵送申請］
　郵送で申請する場合は、以下の①～⑤の書類を揃えて、申請書類送付先へ申請期間内に郵送し
てください（申請期間内の当日消印有効）。④、⑤は初回申請時のみ提出が必要です。
　①医療費給付申請書
　②領収証（原本）　 　＊必要事項は、７ページ②と同様です。
　③学生証のコピー（特別外国人学生の方は、学生健保の組合員証コピーも必要）
　④振込口座確認書（初回申請のみ）
　⑤銀行通帳のコピー（初回申請のみ）

　国の医療費控除手続き等で、学生健保へ領収証原本の提出が難しい場合は、以下の⑥、⑦の書
類を同封してください。事務局で領収証の原本とコピーを照合確認後、返信用封筒で領収証の原
本をご返送いたします。
　⑥領収証（コピー）
　⑦返信用封筒（宛名を記載し、返信書類の重量・封筒サイズに見合った切手を貼ったもの）

［申請書類送付先］
　〒171-8501　東京都豊島区西池袋3-34-1　
　　立教大学学生健康保険互助組合事務局

　＊�封筒の表面には「医療費給付申請書類在中」と明記し、裏面には差出人の住所・氏名を明記
してください。

　＊�封筒代・送料等は学生本人の自己負担となります。料金不足の場合は受け取りできませんの
でご注意ください。

　＊�申請書類の何らかの不備や郵便事故等による不着について、大学は一切責任を負いません。
　　�また、申請書類の到着確認は対応できませんので、「簡易書留」や「特定記録」等、ご自身で

追跡確認ができる形式での郵送を推奨します。

申請期間・窓口時間を過ぎたものは受付できません。十分な余裕をもって手続きを行ってく
ださい。

授業期間外は、窓口開設日・時間等が変更となりますので、事前に、窓口の掲示・ＨＰで確
認をしてください。

病気や留学などで、申請期間内に手続きができない場合は、申請期間内に申請窓口にご相談
ください。
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（２）治療用装具代の給付

　健康保険が適用される治療のうち、医師の診断書が発行され装着が必要と判断された治療用装
具（コルセット等）について、装具代の給付（30％相当）を受けることができます。但し、松葉
杖や既製品のサポーター、コルセット等は対象外です。

■利用方法
　装具代支払い後、大学窓口に申請を行い、給付を受けます（銀行振込）。

■申請条件
　保険が適用される治療において、治療用装具代として支払った金額の30％が2,500円以上の
場合に申請することができます。

■給付金額
　治療用装具代の30％相当

■給付限度額
　１ヵ月間（１日～月末）… 40,000 円
　医療費の給付限度額とは別に計算します。

■申請期間
　領収証の発行日から３ヵ月後の月末（受付期間）まで。

■給付日
　学生健保のWebサイトを参照してください（表紙QRコードや受付時に渡す受付票QRコー
ド参照）。

■申請方法
［窓口申請］
　以下①〜⑥が必要となります。この他に健康保険証の提示を求める場合があります。この
うち、⑤⑥は初回申請者のみ提出が必要です。なお、学費の口座振替と同じ口座を使用する
場合でも、⑤⑥の提出は必要です。大学院進学などで学生番号が変わった場合は、振込口座
を再登録してください。

①　�「治療用装具代給付申請書※」 
②　医療機関の診断書、もしくは、それに準ずる証明書（コピー可）
③　�領収証（必要項目：日付、宛名、領収金額、「治療装具代として」等の但し書き・明細、

発行元・住所・電話番号、領収印）
　　　�注１：修正が行われた領収証は無効です。
　　　�注２：コピー不可。原本が提出できない事情がある場合のみ、原本提示の上、コピー

を提出することを認めます。
④　学生証の提示（特別外国人学生の方は、学生健保の組合員証も一緒に提示してください）

　以下は初回申請者のみ提出が必要です。
⑤　「振込口座確認書※」
⑥　�銀行通帳のコピー

　　※�各種申請書は、巻末綴じ込みあり。申請窓口（７ページ）でも配付しています。学生健
保Webサイトからダウンロードすることもできます（表紙QRコード参照）。

［申請窓口］
　７ページの申請窓口と同じ

［郵送申請］
　郵送で申請する場合は、上記「窓口申請」に記載されている①〜⑥（④学生証はコピーを提出、
⑤、⑥は初回申請のみ必要）の書類を揃えて、申請書類送付先へ申請期間内に郵送してくださ
い（申請期間内の当日消印有効）。申請書類送付先等詳細は８ページを参照してください。

（３）予防接種の費用補助

　予防接種の費用につき、申請により補助を受けることができます。

■利用方法
　病院で支払いを行った後、大学窓口に申請を行い、補助金額の給付を受けます（銀行振込）。
■補助の対象となる予防接種

麻疹（はしか）、風疹、麻疹・風疹混合、流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）、麻疹・風疹・流行性耳下腺炎混合、
インフルエンザ、破傷風、破傷風混合（破傷風・ジフテリア）、水疱瘡、日本脳炎、Ａ型肝炎、Ｂ型肝炎、
狂犬病、ジフテリア、コレラ、黄熱、ポリオ、髄膜炎菌

■補助金額
　予防接種１本につき、2,000 円を上限として実費補助
　医療費給付・治療用装具代の上限額とは別に計算します。

例）・麻疹（はしか）、風疹の予防接種を別々に接種　→２種類各１本（計２本分上限4,000円）として計算
　 ・麻疹・風疹混合ワクチンの予防接種を接種　→１種類１本（計１本分上限2,000円）として計算

■申請期間
　予防接種を受けた翌月の受付期間（支払いの翌月ではありません）
　例）４月（１日～ 30 日）に接種を受けた　→　５月に申請
■給付日
　学生健保のWebサイトを参照してください（表紙QRコードや受付時に渡す受付票QRコード
参照）。
■申請方法
［窓口申請］
�　以下①〜⑤が必要となります。このうち、④⑤は初回申請者のみ提出が必要です。なお、学
費の口座振替と同じ口座を使用する場合でも、④⑤の提出は必要です。大学院進学などで学生
番号が変わった場合は、振込口座を再登録してください。
　①「予防接種費用補助申請書※」
　② �領収証（必要項目：日付、宛名、予防接種の種類＊１、領収金額＊２、医療機関名・住所・電

話番号、領収印）
　　 　＊１ �予防接種の種類の記載がない場合は、「明細書」もしくは「接種済証」など接種の種類がわかる書類

を添付してください。
　　 　＊２ �複数の予防接種を受けた場合は、それぞれの接種の金額がわかるような記載が必要です。
　　 　�注１：修正が行われた領収証は無効です。
　　 　�注２：コピー不可。原本が提出できない事情がある場合のみ、原本提示の上、コピーを提

出することを認めます。
　　 　�注３：月をまたいで複数回の予防接種を受け、料金を一括して前払いした場合は、最終

回の接種月の翌月に、原本を提出してください（原本提示の上、コピー提出でも可）。
最終回の接種時までの申請は領収書原本を提示の上、コピーを提出してください。

　③ 学生証の提示（特別外国人学生の方は、学生健保の組合員証も一緒に提示してください）
　以下は初回申請者のみ提出が必要です。
　④「振込口座確認書※」
　⑤ �銀行通帳のコピー

※�各種申請書は、巻末綴じ込みあり。申請窓口（７ページ）でも配付しています。学生健保
Webサイトからダウンロードすることもできます（表紙QRコード参照）。

［申請窓口］
　７ページの申請窓口と同じ

［郵送申請］
　郵送で申請する場合は、上記「窓口申請」に記載されている①〜⑤（③学生証はコピーを提出、
④、⑤は初回申請のみ必要）の書類を揃えて、申請書類送付先へ申請期間内に郵送してください

（申請期間内の当日消印有効）。申請書類送付先等詳細は８ページを参照してください。
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■疾病予防活動
　学生健保では医療費給付だけでなく、組合員の健康の保持・増進のための疾病予防活動にも
力を入れています。具体的には以下のような活動をしています。

①歯科健診（無料）＊
　�池袋・新座両キャンパスでは、年１回受診することを前提として、毎年１回、虫歯等の健

診と歯石の除去を目的とした、歯科健診を実施しています。正確な日程は決まり次第、立
看板、移動掲示板、SNS等でお知らせいたします。

②希望集団健診
　�池袋キャンパスの保健室では、希望するクラブ・サークルに心電図・内科・検尿等の健康

診断を行っていますが、学生健保では消費税を除く費用の半額を補助しています。
　詳しくは、学生課（03-3985-2440）にお問い合わせください。
③救急パック（救急箱）の貸し出し※
　サークルやゼミの合宿など団体の活動に対し、救急パックを貸し出しています。
④健康に関するパンフレット等の配布
　�アルコールパッチテストの実施や、健康に関するパンフレットをRIKKYO PORTALにて

公開しています。その他、禁煙プログラムも実施しています。
⑤その他
　�2025年度は池袋キャンパスではカップスープやホットアイマスクなどの配布を、新座キャ

ンパスでは熱中症対策飲料や身体を温める食品などの配布を行うキャンペーンを実施しま
した。

＊歯科健診、救急パックについての問合せ先
　学生保険委員会
　　池袋　ウィリアムズホール　１F・111号室
　　新座　ユリの木ホール　　　２F・部室６

　

公式 HP
https://sites.google.com/view/rikkyo-gakuseihoken

公式 X　@kemkenrikkyo
https://twitter.com/kemkenrikkyo

LINK▶

LINK▶

公式インスタグラム　@rikkyo_kempo
https://instagram.com/rikkyo_kempoLINK▶

■障害給付金
　在学中に障害（後遺症）が生じた組合員に対して、障害給付金を給付します（19ページ）。
　手続きについては、学生課（03-3985-2442）にお問い合わせください。

■死亡弔慰金の支給
　在学中に死亡した組合員に対して、弔慰金として５万円を支給します（18ページ第10条6）。

３．疾病予防、その他 Ⅲ　契約医療機関ガイド

〒171-8501 豊島区西池袋3-34-1　＊最終ページの構内図参照。
TEL 03（3985）2783

診療所
https://www.rikkyo.ac.jp/campuslife/support/healthcare/clinic.htmlLINK▶

診療科目	 内　科

受付時間	 （平日）予約外来： 9：10〜10：00（要予約）定期受診者、検査等
	 　　　一般外来：10：00〜12：30、14：00〜16：00

休 診 日	 �土曜日、日曜日、祝日、大学で定められた日等。

○　受付時間、休診日等の詳細は診療所の掲示板およびホームページを確認してください。
○　�診療を受けるときは、必ず学生証と「マイナ保険証」または「資格確認書」を提示し

てください。
　　（特別外国人学生の方は、学生健保の組合員証も一緒に提示してください）
　　「マイナ保険証」または「資格確認書」を忘れた際には自費になる場合があります。
○　薬剤の院外処方については、５ページを参照してください。

　診療所は……

１．�学内（池袋キャンパス）で診療が受けられます。

２．必要に応じて他の病院へ紹介することもできます。

立教学院診療所
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 （組合の機関及び役員）
第�８条　組合に次の機関及び役員を置き、組合の企

画、運営及び管理を行う。
 （1）組合員大会
 （2）学生保険委員会
 （3）モニター
 （4）理事会
 （5）保健連絡協議会
 （6）監　事
 （7）学生保険委員選出管理委員会

第２節　組合員大会

 （組合員大会）
第�９条　組合員大会は、本組合の最高決議機関とす

る。
 （組合員大会の開催）
第�10条　組合員大会は、組合員の10分の１以上の署名

により、又は、学生保険委員会の決議により開く。
この場合学生保険委員会の長は、組合員大会を開か
なければならない。

 （組合員大会の成立及び決議）
第�11条　組合員大会は、組合員の５分の１以上の出席

をもって成立し、その決議は、出席者の過半数の賛
成を必要とする。

第３節　モニター制度

 （モニター制度の目的）
第�12条　モニター制度は、組合員の意見を広く取り入

れ、学生健康保険互助組合の運営の参考にすること
を目的とする制度である。

 （モニターの選出及び任期）
第�13条　モニターは、別に定める細則に従って選出す

る。
 （モニターの役割）
第�14条　モニターは、学生健康保険互助組合からの質

問に対して回答し、且つ意見を述べるものとする。

第４節　学生保険委員会

 （学生保険委員会の業務）
第�15条　学生保険委員会（以下「委員会」という。）

は、組合員大会に準ずる決議機関であり、組合員の
総意を代表し、組合の企画・管理・運営を行うもの
とする。

　２　委員会は、次の事項を行う。
 （1）組合及び保健思想の宣伝普及活動
 （2）�組合の利用状況その他の諸調査及び統計報告の

作成
 （3）�モニターへのアンケートを実施し、組合員の意

第１章　総　則
 （組合の名称）
第�１条　本組合は、立教大学学生健康保険互助組合（以

下「組合」という。）と称する。
 （組合の目的）
第�２条　組合は、組合員の健康保持及び増進をはかり

さらに疾病負傷につき、相互に救済することを目的
とする。

 （組合の事務）
第�３条　組合は、事務所を本学内に置き、学生健康保険

に関する一切の事務を処理する。

第２章　組合員
 （組合員の構成）
第�４条　組合は、本学の学部学生全員、大学院学生全

員及び特別外国人学生をもって組合員とする。ただ
し、特別外国人学生については、この規約の細則に
定めるところによる。

 （組合費）
第�５条　組合員は、組合費を納入しなければならな

い。
 （組合員証）
第６条　組合員には、組合員証を発行する。 
 （組合員資格の喪失）
第�７条　組合員は、次に掲げる事由に該当するに至っ

たときは、その翌日から組合員の資格を失う。
 （1）卒業したとき
 （2）退学したとき
 （3）死亡したとき
 （4）その他本学学生としての資格を失ったとき

第３章　機　構
第１節　機関及び役員

Ⅳ　諸規程

施行
�昭和37年10月１日
改正
�昭和37年12月15日
�昭和40年６月16日
�昭和41年10月１日
�昭和46年４月１日
�昭和48年７月１日
�昭和49年４月１日
�昭和51年５月１日
�昭和52年４月１日
�昭和53年４月１日
�昭和55年４月１日

� 1982年４月１日
� 1983年４月１日
� 1986年４月１日
� 1987年４月１日
� 1988年６月15日
� 1989年４月１日
� 1990年４月１日
� 1991年４月１日
� 1992年４月１日
� 1995年４月１日
� 1996年４月１日
� 1996年10月14日
� 1998年４月１日

�1999年４月１日
�2000年４月１日
�2002年４月１日
�2004年４月１日
�2006年４月１日
�2008年４月１日
�2011年４月１日
�2016年４月１日
�2019年４月１日
�2021年４月１日
�2023年４月１日

立教大学学生健康保険互助組合規約
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見を取り入れること
 （4）組合員に対する各種報告
 （5）体育会との連絡調整
 （6）�その他組合活動全般にわたる企画・管理・運営
 （7）�学生健康保険全国化、法制化に関する調査及び

推進
 （学生保険委員の選出及び任期）
第�16条　学生保険委員は、別に定める細則に従って選

出され、人数は40名を限度とする。委員の任期は４月
１日から翌年の３月31日までとし、再任を妨げない。

　２�　中途で選出された学生保険委員の任期は、選出
された日からその年度の３月31日までとする。

　３�　次期の学生保険委員の選出に関する事務は、任
期終了後においても、前期の学生保険委員が行う。 

 （委員長及び副委員長の選出）
第�17条　委員会の委員長及び副委員長は、委員の中か

ら選出するものとする。
 （委員会の開催）
第�18条　委員会は、原則として理事会前、及び委員会

委員長が必要と認めた場合に開くものとする。体育
会の要請がある場合、又は委員会委員長が必要と認
めた場合には、委員会に体育会の本部の代表１名を
出席させることができる。

 （委員会の成立及び決議）
第�19条　委員会は、委員の２分の１以上の出席をもっ

て成立し、その決議は、出席者の過半数の賛成を必
要とする。

 （委員会の除名権）
第�20条　委員会は、委員に対する除名権をもち、細則

に定める条件に従って行使できるものとする。

第５節　学生保険委員選出管理委員会

 （業務）
第�21条　学生保険委員選出管理委員会（以下「管理委員

会」という。）は、次の事項を行う。
 （1）学生保険委員立候補届出用紙の確認
 （2）�学生保険委員立候補者信任投票の開票の立会い
 （3）不信任票の確認
 （4）学生保険委員抽選の立会い
 （管理委員会の構成）
第�22条　管理委員会は、学生部学生課職員２名をもっ

て構成される。
 （理事会への報告）
第�23条　管理委員会は、学生保険委員選出について、

第21条に掲げる業務についての結果を理事会へ報告
しなければならない。

第６節　理事会

 （理事会の権限）
第�24条　理事会は、組合の運営に関し審議し、決定す

る。
 （理事会の構成）
第�25条　理事会は、学生部長、学生部学生課長又は学

生課担当課長、診療所長、財務部経理課長又は経理
課担当課長、総務部総務課長、スポーツウエルネス
学部専任教員１名、学生保険委員会委員長、同副委
員長、同委員３名、体育会本部の代表者１名により
構成される。

　２�　前項による保険委員３名は、互選により、委員
の中から選出する。任期は１年とし、再任を妨げ
ない。

 （理事長及び副理事長）
第�26条　理事長は、学生部長がこれに当たり、組合を

代表する。副理事長は、学生保険委員会委員長及び
学生課長または学生課担当課長がこれに当たり、理
事長を補佐する。

 （理事会の成立及び決議）
第�27条　理事会は、定員の３分の２以上の出席をもっ

て成立し、その決議は、出席者の３分の２の賛成を
必要とする。

 （理事会の審議事項）
第�28条　理事会は、次にあげる事項について審議・決

定するものとする。
 （1）組合運営に関する基本事項
 （2）予算と決算の承認
 （3）診療機関に関する事項
 （4）給付に関する事項
 （5）給付対象とする診療科目の改正
 （6）�学生保険委員会から提出された企画案に関する

事項
 （7）その他の重要事項
 （学生保険委員会決議の尊重）
第�29条　理事会は、モニターからの意見に基づく、学

生保険委員会の活動に関する決議を尊重しなければ
ならない。

 （理事会の開催）
第�30条　理事会は、原則として年３回開かれなければ

ならない。理事長又は、学生保険委員会委員長が必
要と認めた場合は、臨時にこれを開くことができる。

第７節　保健連絡協議会

 （保健連絡協議会）
第�31条　保健連絡協議会（以下「協議会」という。）

は、学生の健康管理の諸問題について連絡協議を行
うものとする。

 （協議会の構成）
第�32条　協議会は、学生保険委員若干名、本学保健委

員若干名をもって構成される。

第８節　監　事

 （監事）
第33条　組合に監事５名を置く。
　２　前項の監事は次の者とする。
 （1）立教学院本部財務部財務課長
 （2）�立教学院本部人事部人事課（学院健康保険組合

事務長）

 （3）体育会本部会計担当
 （4）学生部学生課職員２名
（同前）
第�34条　学生保険委員会の業務に関する監査を年１回

行なう。
　２�　監査を行う者は、前条第２項第４号の者とする。
　３�　監査の結果は、これを理事会に報告しなければ

ならない。

第４章　会　計
 （組合の経費）
第�35条　組合の経費は、組合費、寄附金、補助金及び

その他をもってこれに充てる。
 （組合費）
第36条　組合費は、年額3,500円とする。
 （組合の会計年度）
第�37条　組合の会計年度は、４月１日に始まり翌年３

月31日に終わる。
 （組合の会計監査）
第�38条　組合の会計監査は、第33条第２項第１号から

第３号までの監事がこれに当たる。

第５章　事業・給付
 （医療給付等）
第�39条　組合は、組合員の診療に対して医療給付を行

う。医療費の査定は、社会保険診療報酬点数表に準
拠してこれを行う。ただし、歯科については給付の
対象外とする。

　２�　組合は、医療機関で診療を受けて、治療用装具を
作った場合、組合が定める基準に従って給付する。

 （疾病予防）
第�40条　組合員への疾病予防は、必要に応じて理事会

及び学生保険委員会において決定執行する。
 （死亡弔慰金）
第�41条　組合は、組合員が在学中に死亡した場合に

は、死亡弔慰金を給付する。
 （診療機関等）
第�42条　組合員は、診療を受けるにあたっては、本組

合の指定する契約医療機関及び全国の他の保険診療
機関を利用しなければならない。

 （健康保険の併用）
第�43条　組合員は、診療を受けるにあたっては、他の

健康保険と併用して受けなければならない。
 （組合員証の提示）
第�44条　組合員は、本組合の指定する契約医療機関で

診療を受けるにあたっては、組合員証とともに他の
併用する健康保険証を提示しなければならない。

第６章　障害給付金
 （組合員の障害給付金）
第�45条　組合員の在学中に負った障害に対して、障害

給付金を給付する。
　２　給付金については、別の細則による。

第７章　基　金
 （組合の基金）
第46条　本組合に基金を設ける。
　�基金の運用については別の規程によるものとする。

第８章　外郭団体
 （委員会の外郭団体）
第�47条　委員会は、外郭団体を置くことができる。
 （目的）
第�48条　外郭団体の活動により、組合員の健康の保持

増進を図り、保健衛生思想をひろめることを目的と
する。

 （定義）
第�49条　委員会が設置する「外郭団体」とは、立教大

学学生健康保険互助組合の設立理念である相互扶助
の精神に基づき、健全なる精神と、健全なる身体の
保持増進のための活動及び、それにともなう保健衛
生思想の宣伝普及活動を行い、また、組合設立の意
義を高め、その充実、発展に寄与する活動を行う団
体のことをいう。

 （設立の手続き）
第�50条　委員会は、その団体が外郭団体として適切か

否かを審査し、また、組合の活動状況等の諸般の事
情を考慮したうえで必要と認めた場合に、理事会の
承認を受け、外郭団体とすることができる。

 （会則）
第�51条　外郭団体は、会則を定めなければならない。
 （活動費）
第�52条　活動費は、委員会が必要と認めた場合に、理

事会の承認を受け、学生健康保険互助組合の予算を
もってこれに充てる。

 （委員会の監督）
第�53条　委員会は外郭団体を指導監査し、その活動が

組合活動に適切でないと認めた場合、双方の協議の
上、委員会は必要な措置を講ずることができ、場合
によっては、理事会の承認を受け、本規約にいう外
郭団体から外すことができる。

 （活動協力）
第�54条　委員会は外郭団体に対して活動の協力を要請

することができる。

第９章　改　廃
 （改廃）
第�55条　この規約の改廃については、理事会の承認を

必要とする。
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立教大学学生健康保険互助組合規約細則
施行
�昭和52年４月１日
改正
�昭和52年10月１日
�昭和54年４月１日
�昭和55年４月１日
� 1982年４月１日
� 1983年４月１日
� 1986年４月１日
� 1987年４月１日
� 1988年６月15日
� 1989年４月１日
� 1990年４月１日

� 1991年４月１日
� 1991年９月１日
� 1992年１月１日
� 1992年７月１日
� 1992年12月９日
� 1995年４月１日
� 1996年４月１日
� 1996年10月14日
� 1998年４月１日
� 1999年４月１日
� 2000年４月１日
� 2002年４月１日
� 2003年４月１日

�2004年４月１日
�2006年４月１日
�2009年４月１日
�2011年４月１日
�2014年４月１日
�2015年４月１日
�2016年４月１日
�2019年４月１日
2022年４月１日
2024年４月１日
2025年４月１日

き続き公募を行うことができる。
 （学生保険委員会の除名権）
第７条（規約第20条関係）
　�学生保険委員会は、保険委員として不適切な行為に

及んだ委員を除名する権限を持つものとする。
 （理事会の構成）
第８条（規約第25条関係）
　理事会は、理事12名をもって構成する。
 （組合の契約医療機関）
第９条（規約第42条関係）
　�本組合の指定する医療機関は立教学院診療所とす

る。ただし、入院を除く。
 （医療給付等）
第�10条（規約第39条、40条、41条、42条、43条、44条

関係）
　�組合が給付する医療費は、健康保険を使用した総医

療費の30％を限度とし、月単位（医療機関別・薬局
別）で2,500円以上を対象とする。ただし、組合費１
人に給付する最高額は、月額40,000円、年額320,000
円（９月入学者（NEXt generation for Unity & 
Solidarity Programを履修する学生（異文化コミュニ
ケーション学部に所属する者を除く。））について
は、入学後最初の３月31日までの間、月額40,000
円、合計160,000円）とする。

　�なお、定められた予防接種の医療費は、１回につい
て2,000円を上限に支給する。その際、別に支給する
医療費の月額限度額には算入しない。

　２�　併用する健康保険から総額70％以上の給付を受
けるときは、その差額について給付する。ただ
し、家族療養付加金及び一部負担金は除く。

　３�　給付を受けようとする者は、診療月翌月１ヶ月
以内（入院は退院月翌月１ヶ月以内、治療用装具
は装着後３ヶ月以内）に必要書類を添えて申請し
なければならない。なお、必要がある場合は、診
断書の提出を求めることがある。

　４�　健康診断の経費の給付は、理事会及び学生保険
委員会において決定する。

　５�　希望集団健診の経費にかかる消費税について
は、原則として組合員負担とする。

　６　死亡弔慰金の額は、５万円とする。
第11条（規約第50条関係）
　�委員会は、外郭団体受入にあたり、次の事項の審査

を行う。
　（1）現在の活動及び過去の活動実績
　（2）構成員
　（3）組織
　（4）財政
　（5）会則
　（6）組合発展に対し、期待できる寄与の度合
 （改廃）
第12条
　�この細則の改廃については、理事会の承認を必要と

する。
附　則　
　この細則は，2025年４月１日から施行する。

 （組合事務の所管）
第１条（規約第３条関係）
　�組合事務は、財務部経理課及び学生部学生課がこれ

を所管する。
第２条（規約第４条関係）
　�特別外国人学生は、任意加入とする。ただし、加入

する者は、国民健康保険組合等他の医療保険に加入
していなければならない。

 （組合費の納入）
第３条（規約第５条関係）
　�組合費は、立教大学学生健康保険互助組合規約（以

下「規約」という）第36条に定める年額の２分の１
額を、学期ごとに学費（休学、学費免除等により学費
の支払いが生じない学生にあっては、在籍料その他
の納入金とする）とともに納入しなければならない。

　２�　退学者、除籍者及び特別卒業者については、別
表１に定める組合費の納入をもって残額の納入を
免除する。

　３�　特別外国人学生で加入を希望する者は、所定の
期日までに組合費を一括して納入しなければなら
ない。

　４�　前項で定める者のうち、在籍期間１学期を超え
ない者については、規約第36条に定める組合費の
年額を当該年次の学期数に応じて等分した金額の
納入をもって残額の納入を免除する。

 （組合員証の有効期間）
第４条（規約第６条関係）
　�組合員証の有効期間は、在籍期間とする。
 （モニター選出）
第５条（規約第12条、13条、14条関係）
　�モニターは、必要に応じてその都度無作為に抽出する。
　２�　モニターは、１学部につき各学年30名ずつとする。
 （学生保険委員の選出）
第６条（規約第16条関係）
　�学生保険委員は、毎年４月に公募するものとする。

応募締切後、応募者に関する掲示を行い、組合員に
よる信任投票を記名式で行わなければならない。全
組合員の10分の１以上の不信任票で、その者は学生
保険委員になることができない。

　２�　前項の選出により、信任された者が40名を超え
た場合は、抽選を行う。

　３�　信任された者が40名に満たなかった場合は、引

立教大学学生健康保険互助組合障害給付金施行細則

 （障害給付金の給付額）
第�１条　立教大学学生健康保険互助組合規約第45条に

定める障害給付額は、身体しょうがいしゃについて
は身体障害者福祉法の等級表に準拠した別表２（障
害等級表）に定める障害の程度に応じた等級に対応
する同表中欄に定める額とする。

　２�　精神しょうがいしゃについては、「精神に著しい
障害を残し、常に介護を要するもの（精神障害者保
健福祉手帳1級程度）」とし、30万円を給付する。

　３�　障害給付を受けた身体しょうがいしゃがさらに重度
の障害認定を受けた場合には、その差額を給付する。

 （申請方法）
第�２条　障害給付金を受けようとする者は、組合に申

請書（様式組合所定）を提出しなければならない。

施行
�昭和53年４月１日
改正
� 1983年４月１日
� 1998年４月１日

� 1999年４月１日
� 2000年４月１日
� 2003年４月１日
� 2006年４月１日
� 2009年４月１日

�2010年４月１日
�2013年12月11日
�2016年４月１日
�2020年４月１日
�2024年４月１日

　２�　申請書には身体障害者手帳の写しを添付しなけ
ればならない（精神障害の場合を除く）。申請は
身体障害者手帳の発給年月日から３ヶ月以内とす
る。

　３�　精神障害の場合は、申請書に医師の診断書又は精
神障害者保健福祉手帳の写しを添付しなければなら
ない。申請は診断書の発行日及び精神障害者保健福
祉手帳の発行日から3ヶ月以内とし、組合員資格喪
失の場合はその日から3ヶ月以内とする。

 （審査委員会の設置）
第�３条　障害給付金の給付については、審査委員会の

審査の答申を経て決定する。
　２�　審査委員会は、理事長、副理事長２名、理事

（医師）１名の合計４名をもって構成する。
 （障害給付金の補填）
第�４条　障害給付金は、経常勘定でまかなえない場合

には基金利息をもって充てる。
 （改廃）
第�５条　この細則の改廃については、理事会の承認を

必要とする。

【４月入学者】

学籍
異動 退学願提出期間 　

組合費徴収金額
春学期 秋学期

退学

４月１日～秋学期末試験期
間最終日から遡って２か月
前まで

1,750円 免除

秋学期末試験期間最終日か
ら遡って２か月前の翌日～
３月31日

1,750円 1,750円

除籍 1,750円 1,750円
特別
卒業 1,750円 免除

【９月入学者（NEXt generation for Unity & Solidarity 
Programを履修する学生（異文化コミュニケーション
学部に所属する者を除く。））以外】

学籍
異動 退学願提出期間

組合費徴収金額
秋学期 春学期

退学

９月20日～翌年度春学期末
試験期間最終日から遡って
２か月前まで

1,750円 免除

翌年度春学期末試験期間最
終日から遡って２か月前の
翌日～９月19日

1,750円 1,750円

除籍 1,750円 1,750円
特別
卒業 1,750円 免除

【９月入学者（NEXt generation for Unity & Solidarity 
Programを履修する学生（異文化コミュニケーション
学部に所属する者を除く。））１年次生】

学籍
異動 退学願提出期間

組合費徴収金額
１学期目
秋学期

２学期目
春学期

３学期目
秋学期

退学

入学年度９月20日
～翌年度春学期末
試験期間最終日か
ら遡って２か月前
まで

1,750円 免除 免除

入学年度の翌年度
春学期末試験期間
最終日から遡って
２か月前の翌日～
入学年度の翌年度
秋学期末・学年末
試験期間最終日か
ら遡って２か月前
まで

1,750円 1,750円 免除

入学年度の翌年度
秋学期末・学年末
試験期間最終日か
ら遡って２か月前
の翌日から入学年
度の翌年度３月31
日まで

1,750円 1,750円 1,750円

除籍 1,750円 1,750円 1,750円
注）‌�NEXt generation for Unity & Solidarity Program

を履修する学生（異文化コミュニケーション学部
に所属する者を除く。）の２年次以降については【４
月入学者】と同じ取り扱いになります。

別表１
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級　
　

別
視 覚 障 害

聴覚又は平衡機能の障害 音声機能、
言語機能
又は
そしゃく
機 能 の
障 害

肢　　　　　　体　　　　　　不　

聴　　 覚
障　　 害

平　　 衡
機　　 能
障　　 害

上 肢 下 肢 体 幹

１
級（
50
万
円
）

両眼の視力（万
国式試視力表
によって測った
ものをいい、屈
折 異 常のある
者については、
きょう正視力に
ついて測ったも
のをいう。以下
同じ。）の和が
0.01 以 下 のも
の

１�　両上肢の機能
を全廃したもの

２�　両上肢を手関
節以上で欠くも
の

１�　両下肢の機能
を全廃したもの

２�　両下肢を大腿
の２分の１以上
で欠くもの

体幹の機能
障害により
坐っている
ことができな
いもの

２
級（
30
万
円
）

１�　 両 眼 の
視力の和が 
0 . 0 2 以 上 
0 . 0 4 以 下� 
のもの

２�　両眼の視
野がそれぞ
れ 10 度以内
でかつ両眼
による視 野
について視
能率による
損失率が 95
パーセント以
上のもの

両 耳の聴 力
レベルがそれ
ぞれ100デシ
ベル以上のも
の（両耳全ろ
う）

１�　両上肢の機能
の著しい障害

２�　両上肢のすべ
ての指を欠くも
の

３�　一上肢を上腕
の２分の１以上
で欠くもの

４�　一上肢の機能
を全廃したもの

１�　両下肢の機能
の著しい障害

２�　両下肢を下腿
の２分の１以上
で欠くもの

１�　体幹の
機能障害
により座
位又は起
立位を保
つことが
困 難 なも
の

２�　体幹の
機能障害
により立
ち上るこ
とが困難
なもの

３
級（
20
万
円
）

１�　 両 眼 の
視 力 の 和 が
0 . 0 5 以 上 
0 . 0 8 以 下� 
のもの

２�　 両 眼 の 視
野がそれぞれ
10 度以内で
かつ両眼によ
る視野につい
て視能率によ
る損 失 率 が
90 パーセント
以上のもの

両耳の聴力
レベルが 90
デシベル以
上のもの（耳
介に接しな
ければ大声
語を理解し
得ないもの）

平衡機能の
極めて著し
い障害

音声機能、
言 語 機 能
又はそしゃく
機能の喪失

１�　両上肢のおや
指及びひとさし
指を欠くもの

２�　両上肢のおや
指及びひとさし
指の機能を全廃
したもの

３�　一上肢の機能
の著しい障害

４�　一上肢のすべ
ての指を欠くも
の

５�　一上肢のすべ
ての指の機能を
全廃したもの

１�　両下肢をショ
パー関節以上で
欠くもの

２�　一下肢を大腿
の２分の１以上
で欠くもの

３�　一下肢の機能
を全廃したもの

体 幹 の 機
能障害によ
り歩行が困
難なもの

別表２（障害等級表）

精神障害者については、「精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの（精神障害者保健福祉手帳
1 級程度）」とし、30 万円を給付する。

自　　　　　由 心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、血液疾患及び
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害

乳幼児期以前の非進行
性の脳病変による運動
機能障害

心 臓
機 能
障 害

じ ん 臓
機 能
障 害

呼 吸 器
機 能
障 害

ぼうこう又
は直腸の
機能障害

小 腸
機 能
障 害

血液疾患及び
ヒト免疫不全
ウイルスによる
免疫機能障害

肝 臓
機 能
障 害上肢機能 移動機能

不 随 意 運
動・失調等
により上肢
を使用する
日常生活動
作がほとん
ど不可能な
もの

不 随 意 運
動・失調等
により歩行
が不可能な
もの

心 臓 の 機
能 の 障 害
により自己
の身辺の日
常 生 活 活
動 が 極 度
に制限され
るもの

じん臓の機
能の障害に
より自己の
身辺の日常
生 活 活 動
が極度に制
限されるも
の

呼 吸 器 の
機 能 の 障
害により自
己の身辺の
日常生活活
動が極度に
制限される
もの

ぼうこう又
は 直 腸 の
機 能 の 障
害により自
己 の 身 辺
の日常生活
活 動 が 極
度に制限さ
れるもの

小 腸 の 機
能の障害に
より自己の
身辺の日常
生 活 活 動
が極度に制
限されるも
の

血液疾患及
びヒト免 疫
不全ウイルス
による免疫
の機能の障
害により日
常生活がほ
とんど不可
能なもの

肝臓の機能
の障害によ
り日常生活
活動がほと
んど不可能
なもの

不 随 意 運
動・失調等
により上肢
を使用する
日常生活動
作が極度に
制限される
もの

不 随 意 運
動・失調等
により歩行
が極度に制
限されるも
の

血液疾患及
びヒト免疫
不全ウイル
スによる免
疫 の 機 能
の障害によ
り日常生活
が 極 度 に
制限される
もの

肝 臓 の 機
能 の 障 害
により日常
生 活 活 動
が 極 度 に
制限される
もの

不 随 意 運
動・ 失 調
等により上
肢を使用す
る日常生活
動作が著し
く制限され
るもの

不 随 意 運
動・失調等
により歩行
が家庭内で
の日常生活
活動に制限
されるもの

心 臓 の 機
能の障害に
より家庭内
での日常生
活活動が著
しく制 限さ
れるもの

じん臓の機
能の障害に
より家庭内
での日常生
活活動が著
しく制 限さ
れるもの

呼 吸 器 の
機 能 の 障
害により家
庭内での日
常 生 活 活
動が著しく
制限される
もの

ぼうこう又
は 直 腸 の
機 能 の 障
害により家
庭内での日
常 生 活 活
動が著しく
制限される
もの

小 腸 の 機
能 の 障 害
により家庭
内での日常
生 活 活 動
が著しく制
限されるも
の

血液疾患及
びヒト免疫
不全ウイル
スによる免
疫 の 機 能
の 障 害 に
より日常生
活が著しく
制限される
もの（社会
での日常生
活 活 動 が
著しく制限
されるもの
を除く。）

肝 臓 の 機
能の障害に
より日常生
活 活 動 が
著しく制限
されるもの

（社会での
日 常 生 活
活動が著し
く制限され
るものを除
く。）
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級　
　

別
視 覚 障 害

聴覚又は平衡機能の障害 音声機能、
言語機能
又は
そしゃく
機 能 の
障 害

肢　　　　　　体　　　　　　不　

聴　　 覚
障　　 害

平　　 衡
機　　 能
障　　 害

上 肢 下 肢 体 幹

４
級（
10
万
円
）

１�　 両 眼 の
視 力 の 和 が
0.09 以上 0.2
以下のもの

２�　両眼による
視野の２分の
１以上が欠け
ているもの

１　両耳の聴
力レベルが 80
デシベル以上
のもの（耳介
に接しなけれ
ば話声語を理
解し得ないも
の）
２　 両 耳によ
る普通話声の
最良の語音明
瞭度が50パー
セント以下のも
の

平 衡 機 能 の
著しい障害

音 声 機 能、
言語機能又
はそしゃく機
能の著しい
障害

１�　両上肢のおや
指を欠くもの

２�　両上肢のおや
指の機能の著し
い障害

３��　一上肢の肩関
節、肘関節又は
手関節のうち、
いずれか一関節
の機能の著しい
障害

４�　一上肢のおや
指を欠くもの

５�　一上肢のおや
指の機能を全廃
したもの

６�　一上肢のおや
指及びひとさし
指の機能の著し
い障害

７�　おや指又はひ
とさし指を含め
て一上肢の三指
の機能の著しい
障害

１�　両下肢のすべ
ての指を欠くも
の

２�　両下肢のすべ
ての指の機能を
全廃したもの

３�　一下肢を下腿
の２分の１以上
で欠くもの

４�　一下肢の機能
の著しい障害

５�　一下肢の股関
節又は膝関節の
機能の著しい障
害

６�　一下肢の足関
節の機能を全廃
したもの

７�　一下肢が健側
に比して５セン
チメートル以上
又は健側の長さ
の 15 分の１以
上短いもの

体幹の機能
の著しい障
害

５
級（
５
万
円
）

一眼の視力が
0.02 以下、他
眼の視力が 0.6
以下のもので、
両眼の視力の
和が 0.2を超え
るもの

１�　 両 耳 の
聴 力 レ ベ
ルが 70 デ
シ ベ ル 以
上 の も の

（40 センチ
メートル以
上 の 距 離
で 発 声さ
れ た 会 話
語 を 理 解
し 得 な い
もの）

２�　 一 側 耳
の 聴 力レ
ベルが 90
デ シ ベ ル
以 上、 他
側 耳 の 聴
力 レ ベ ル
が 50 デシ
ベ ル 以 上
のもの

１�　一上肢の機能
の軽度の障害

２�　一上肢の肩関
節、肘関節又は
手関節のうち、い
ずれか一関節の
機能の軽度の障
害

３�　一上肢の手指
の機能の軽度の
障害

４�　ひとさし指を含
めて一上肢の二
指の機能の著し
い障害

５�　一上肢のなか
指、くすり指及び
小指を欠くもの

６�　一上肢のなか
指、くすり指及び
小指の機能を全
廃したもの

１�　両下肢のすべ
ての指の機能の
著しい障害

２�　一下肢の機能
の軽度の障害

３�　一下肢の股関
節、膝関節又は
足関節のうち、い
ずれか一関節の
機能の軽度の障
害

４�　一下肢のすべ
ての指を欠くもの

５�　一下肢のすべ
ての指の機能を
全廃したもの

６�　一下肢が健側
に比して３センチ
メートル以上又は
健側の長さの 20
分の１以上短いも
の

この表は身体障害者福祉法施行規則別表第５号身体障害者障害程度等級表に準拠し、同表の四級・五級を
四級に、六級・七級を五級として立教大学学生健康保険互助組合が作成した。

自　　　　　由 心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、血液疾患及び
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害

乳幼児期以前の非進行
性の脳病変による運動
機能障害

心　 臓
機　 能
障　 害

じ ん 臓
機　 能
障　 害

呼 吸 器
機　 能
障　 害

ぼうこう又
は直腸の
機能障害

小　 腸
機　 能
障　 害

血液疾患及び
ヒト免疫不全
ウイルスによる
免疫機能障害

肝 臓
機 能
障 害上肢機能 移動機能

不 随 意 運
動・失調等
による上肢
の 機 能 障
害により社
会での日常
生活活動に
支障のある
もの

不 随 意 運
動・失調等
により社会
での日常生
活活動に支
障のあるも
の

心 臓 の 機
能 の 障 害
により社会
での日常生
活 活 動 が
著しく制限
されるもの

じ ん 臓 の
機 能 の 障
害により社
会での日常
生 活 活 動
が著しく制
限されるも
の

呼 吸 器 の
機 能 の 障
害により社
会での日常
生 活 活 動
が著しく制
限されるも
の

ぼうこう又
は 直 腸 の
機 能 の 障
害により社
会での日常
生 活 活 動
が著しく制
限されるも
の

小 腸 の 機
能 の 障 害
により社会
での日常生
活 活 動 が
著しく制限
されるもの

血 液 疾 患
及びヒト免
疫不全ウイ
ルスによる
免 疫 の 機
能 の 障 害
に よ り 社
会 で の 日
常 生 活 活
動が著しく
制限される
もの

肝 臓 の 機
能 の 障 害
により社会
での日常生
活 活 動 が
著しく制限
されるもの

上肢に不随
意運動・失
調等を有す
るもの

下肢に不随
意運動・失
調等を有す
るもの
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立教大学学生健康保険互助組合基金規程

 （基金及び基金利息）
第１条　本組合に基金及び基金利息を設ける。
　２　基金額　100,000,000円
　３　基金利息
 （基金の使用）
第�２条　基金は、組合財政に寄与するために設定され

たものであり、財政に不足を生じた時でなければ使
用できない。

	 施行� 昭和52年４月１日
	 改正� 1987年４月１日
� 1990年４月１日
� 1992年４月１日
� 1998年４月１日
� 2024年４月１日

　２�　基金の使用は、一時借入金でなければならない。
　３�　基金を使用する場合は、理事会の議決を要する。
 （基金利息の使用）
第�３条　基金利息は、組合財政の経常勘定に寄与する

ために設定されたものであり、財政に不足を生じた
時でなければ使用できない。

　２�　基金利息を使用する場合は、理事会の議決を要
する。

 （基金利息への繰入）
第�４条　基金によって生ずる預金利子は、基金利息

に、基金利息によって生ずる預金利子は、基金利息
に繰入れるものとする。

 （改廃）
第�５条　この規程の改廃については、理事会の承認を

必要とする。

立教大学学生健康保険互助組合文書保存規程

 （目的）
第�１条　この規程は、立教大学学生健康保険互助組合

における文書の保存・廃棄の基準を規定し、業務の
確実、円滑な処理を図ることを目的とする。

 （文書の定義）
第�２条　文書とは、次に掲げる業務上必要な帳簿、書

類等をいう。
 （１）規約及び細則

施行　1988 年６月15日
改正　1998 年４月１日

1999 年４月１日
2006 年４月１日
2009 年４月１日
2014 年４月１日
2016 年４月１日
2024 年４月１日

 （２）議事録
 （３）契約医療機関との契約書（有効期間中）
 （４）�契約医療機関との契約書（失効・契約解除後）
 （５）予算書類および決算書類
 （６）会計帳簿
 （７）会計伝票および証ひょう書類
 （８）診療報酬明細書（レセプト）
 （９）診療報酬支払明細書
 （10）医療費給付申請書（同添付書類を含む）
 （11）�治療用装具代給付申請書（同添付書類を含む）
 （12）�予防接種費用補助申請書（同添付書類を含む）
 （13）関係往復文書綴
 （14）業務報告書
 （15）学生保険委員の立候補届出用紙
 （16）学生保険委員信任投票の不信任票
 （17）組合員への公示・掲示物
 （18）その他の関係書類

 （文書の保存年限）
第３条　前条の帳簿等は、次のとおり保存することとする。

 （改廃）
第４条　この規程の改廃については、理事会の承認を必要とする。

帳簿・書類 保存期間
規約及び細則
議事録
予算書類および決算書類
業務報告書
契約医療機関との契約書（有効期間中）

永 久

会計帳簿 10 年
契約医療機関との契約書（失効・契約解除後）
会計伝票および証ひょう書類
診療報酬明細書（レセプト）
診療報酬支払明細書
医療費給付申請書（同添付書類を含む）
治療用装具代給付申請書（同添付書類を含む）
予防接種費用補助申請書（同添付書類を含む）

７ 年

関係往復文書綴
学生保険委員の立候補届出用紙
学生保険委員信任投票の不信任票
組合員への公示・掲示物
その他の関係書類

１ 年
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立教大学学生保険委員会・献血運動の会旅費規程に関する申し合わせ事項
施行　2004 年４月１日
改正　2017 年４月１日

１�　交通費は、鉄道及び路線バスの運賃及び特急料
金、もしくは貸切バスの運賃とし、その合計額は往

路、復路それぞれ5,000円以内とする。
２�　宿泊費は、１泊２食付諸経費込み8,500円以内とす

る。
３　昼食費は、１日に付き800円以内とする。

立教大学学生保険委員会・献血運動の会旅費規程

第�１条　立教大学学生保険委員会及び献血運動の会の
会員が、合宿に参加する際には、本規程により旅費
を支給する。旅費とは交通費、宿泊費及び昼食費を
いう。

　�　会員以外の者が合宿に参加する際には、理事会の
承認を必要とする。　　

第�２条　対象とする合宿は、次のものとする。
 （1）オリエンテーション合宿（１泊２日）
 （2）夏合宿（３泊４日）
 （3）春合宿（３泊４日）
 （4）その他特に理事会が認めたもの
第�３条　合宿は、原則として池袋キャンパス集合、現

地解散という形をとる。交通手段は鉄道および路線
バスもしくは貸切バスとし、自家用車による参加は
認めない。

第４条　交通費の支給は、次のとおりに定める。
 （1）鉄道（往路）
　　①�JR池袋駅から宿舎最寄り駅（又は路線バス停）間の

最短距離による運賃を支給する。
　　②�両会の参加学生が合計８名を超えてJRを利用す

る場合には、団体割引運賃を支給する。
　　③�上記に該当しない場合で、JR乗車距離が100km

施行　1996 年４月１日
改正　1997 年４月１日

　2004 年４月１日
　2017 年４月１日

を超える場合には、学割運賃を支給する。
　　④�JR特急料金は、乗車距離が100kmを超える場合

に支給する。
　　⑤�JRと私鉄（又は路線バス）の両方が利用可能な場

合には、その料金のいずれか低い額を支給す
る。この場合、私鉄（又は路線バス）の乗車距離
が70kmを超える場合には、私鉄特急料金を支給
する。

　　⑥�運賃と特急料金の合計額は、別途定める額とす
る。

　　⑦�乗車券類は、原則として会計担当者が事前に購入
し、参加者に配付することとする。

 （2）鉄道（復路）
　　①�宿舎最寄り駅（又は路線バス停）と自宅最寄り

駅もしくはJR池袋駅間の必要運賃のいずれか低
い額を支給する。

　　②�必要運賃算出に当たっては、往路と同様の算出
方法を用いる。

　　③�乗車券類は、原則として会計担当者が事前に購
入し、参加者に配付することとし、現金の授与
は、行わない。

 （3）貸切バス（往復）
　　①�大学もしくは池袋駅から宿舎までの往復貸切バ

ス料金を支給する。
第�５条　宿泊費及び昼食費は、別途定める額とする。
第�６条　この規程の改廃については、理事会の承認を

必要とする。�

外郭団体「献血運動の会」紹介
　立教大学には、学生健康保険互助組合学生保険委員会の外郭団体として「献血運動の会」が設置されており、独自
に献血推進運動をしています。
 〔設立動機〕
　日本の血液事業は、戦後の日本の特殊事情、さらには、政府の関係当局が血液事業に関するビジョンを全く持ちあわせ
ていなかったことにより、商業血液銀行の営む売血によって暗いスタートをきらねばなりませんでした。血液に対する一般
国民の認識がまだまだ浅かった1963年には、全保存血液中、日本赤十字社の行う献血は僅かにすぎず、９割以上が売血
によって占められていました。売血する人々は貧困者が多く、必然的に常習売血者を生み、売血血液の輸血による肝炎など
の社会問題を引き起こしました。
　こうした中で立教大学では「きれいな血液による輸血」の必要性が叫ばれ、献血運動が展開され始め、その趣旨が
学生健保のそれと一致するところが大となったため、1964年11月、立教大学学生保険委員会の外郭団体として「立教
大学献血運動の会」が発足しました。当会は「学生の健康を守る」と同時に「万人がその正当なる社会的権利を全う
し得る真の社会保障制度の実現」を目指して活動を続けています。
 〔目的〕
　当会は、設立時の動機をふまえて、以下を活動目的としています。
１�．相互扶助精神に基づく、真の献血者を育成し、いつでも・どこでも・だれでも・必要なだけ・きれいな血液を・

無償で・使える社会にしていくこと。
２�．学生及び社会人に献血意識の普及を図り、献血を通じて保健衛生思想を高めること。
　�「人血に代わるものは人血しかない」といわれる血液は、人間の体内でしか造られないものであり、それゆえ輸血

の際には人間の力と、人と人との協力が必要となります。それを進めるのは売血でも預血でもない一人一人の「献
血意識」です。

　�　献血は政治的な力、景気の変動、法的規範などに左右されずに、人の心の連帯、精神の働きによって成り立つも
のであり、それが当会の考える「相互扶助精神」です。そして、それは学生だけに限られるものではなく、広く一
般の人々にも通ずる問題であり、当会の活動対象は「学生及び社会人」に向けられています。「相互扶助精神」に
よって集められた血液は何ものにも規制されず、早急に血液を必要としている人々に使われるべきです。すなわ
ち、「いつでも・どこでも・だれでも・必要なだけ・きれいな血液を・無償で・使える社会」の実現化でありま
す。そのための主体的役割をになう団体（日本赤十字社等）が、国民の献血意識を確実に反映させる体制を確立し
なければならないのですが、まだまだ不十分だと言わざるを得ません。

　�　健康の問題は、体の具合が悪くなって初めて考え、健康に関する社会的な組織や機構についてもそのときに初め
てわかってくるのが常でしょう。しかし、健康体の血液を必要とする献血は、健康体を持つ学生、社会人一人一人
の問題でもあり、「献血意識」を持つことは単に血液を提供するのみにとどまらず、我々の「相互扶助精神」が反
映する社会的な組織やしくみを見据えることも要求されてくるのです。それが「献血を通じて保健衛生思想を高め
ること」であり、さらには、目標達成の大きな力になると考えます。

　�　当会は、一人一人の「相互扶助精神」のひとつのあらわれである「献血意識」とそれを具現化する血液事業体の
間に入り、献血、血液問題を通じて社会的組織やしくみを調べ、さらには、そこから導きだされる、あるべき社会
を追求し活動していく団体です。
 〔活動内容〕
１．新入生ガイダンス（４月）
　�　新入生に現在の献血の状況を認識してもらい、立教生の、献血に対する意識を高めることを目標としています。
２．学内献血会
　�　池袋キャンパスでは、年３回（４月、６月、10月）、新座キャンパスでは、年２回（４月、10月）日本赤十字社

に献血車を出してもらい、学内献血会を実施しており、当会の活動の中心となっています。この学内献血会では立
教生に直接、献血を呼びかけ協力してもらうことによって、献血に対する意識を高めてもらいたいと考え、活動し
ています。

３�．冊子「KemKen」（学生健康保険互助組合広報誌）の発行
　�　学生保険委員会と共同で４月に発行します。新入生を中心に配付し、学内献血会や講演会などでも配付します。この

冊子で多くの学生に健康や献血に対する意識を高めてもらいたいと思っています。また、健康や献血に関することばか
りではなく、大学に関することなども載せた読み易いものを作っています。
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立教大学献血運動の会会則
	 施行� 昭和 39 年10月５日
	 改正� 1990 年４月１日
� 2001 年４月１日
� 2005 年４月１日
� 2010 年４月１日
第１章　総　　　則
　（会の名称）
第�１条　本会は、立教大学献血運動の会（以下「当

会」という。）と称する。
　（会の目的）
第�２条　当会は、相互扶助精神に基づく献血意識の普

及、献血運動の促進、血液問題の研究及び献血を通
じて保健衛生思想を高めることを目的とする。

　（会の事務）
第�３条　当会は、立教大学学生保険委員会の外郭団体

とし、事務所を学生保険委員会室内に置く。

第２章　会　　　員
　（会の構成員）
第�４条　本学学生のうち、本会への入会を希望し、本

会会員にそれを承認された者を会員とする。
　（会員の業務）
第�５条　会員は、当会の目的のために積極的に活動す

るものとする。
　（会員資格の喪失）
第�６条　会員は、次に掲げる事由に該当するに至った

ときは、その翌日から会員の資格を失う。
 （1）卒業したとき
 （2）本学学生としての資格を失ったとき
 （3）退会したとき及び退会させられたとき

第３章　機構
　　　第１節　機関

　（機関）
第�７条　当会に次の機関を置き、当会の企画、運営及

び管理を行う。
 （1）全体会
 （2）執行部
　　　第２節　全体会
　（全体会）
第８条　全体会は、当会の最高決議機関とする。
　（全体会の開催）
第�９条　全体会は、原則として毎月１回以上開くこと

とする。
　（全体会の成立）
第�10条　全体会は、会員の２分の１以上の出席をもっ

て成立し、その議決は、出席者の過半数の賛成を必
要とする。

　（全体会の議決）
第�11条　次に掲げる事項は、全体会の議決を経なけれ

ばならない。
 （1）予算の査定及び決算の承認
 （2）執行委員の選出
 （3）会則の改正
 （4）その他、重要と思われる事項
　　　第３節　執行部
　（執行委員の選出）
第�12条　執行委員の構成は、次に掲げる役員とし、原

則として以下の人数とする。なお、全体会において
会員の中から選出される。

 （1）委員長　　１名
 （2）副委員長　１名
 （3）渉外　　　１名
 （4）会計　　　１名
 （5）副会計　　１名
 （6）書記　　　１名

４．合宿
　�　学生保険委員会と同一の場所で行っています。合宿では、日頃、短い時間では話し合うことのできない、現在の献血

を取り巻く状況についての問題点を討論したり、当会の活動方針・活動内容・予算などを決めたりします。
５．血液に関する病気の情報収集・提供
　�　献血を推進していくにあたって、エイズや肝炎などの病気というものは無視できません。献血された血液が輸血される

場合にこれらの病原体が血液中に混入してしまうと生死に関わる問題になってしまいます。そのようなことを未然に防
ぎ、病気に対する正しい知識を学生に持ってもらうために情報を収集し提供しています。具体的には学内献血会やロ
ビー展、講演会などで冊子を配付しています。

６�．日本赤十字社、他大学献血推進団体、赤十字奉仕団との連携
　�　日本赤十字社主催の研究会や報告会、学生保険委員会が参加している他大学との合同会議に参加して、献血運動

のための情宣方法に関する意見の交換をしています。
７．学生保険委員会への協力
　�　当会は学生保険委員会の外郭団体として活動し、学生保険委員会とは互いに、良好な協力関係にあります。ま

た、献血に関する活動の他に、学生保険委員会主催の行事にも積極的に参加協力しています。そして当会の活動
は、学生健康保険互助組合理事会やモニターに報告しています。

　以上、簡単に当会の活動内容を紹介しましたが、一人でも多くの立教生に理解してもらえれば幸いです。

　（執行委員の任期）
第�13条　執行委員の任期は１年として再任を妨げな

い。
　（執行委員の業務）
第14条　執行委員は、次の事項を行う。
 （1）献血運動及びその他の企画
 （2）その他会の運営に関する事項
　（業務監査）
第15条　当会の業務に関する監査を年１回行う。
　２�　監査を行う者は、学生健康保険互助組合の監事

がこれに当たる。
　３�　監査の結果は、これを理事会に報告しなければ

ならない。

第４章　会計
　（活動費）
第�16条　当会の活動費は、学生健康保険互助組合予算

の献血運動の会費、寄付金及びその他をもってこれ
に充てる。

　（会計年度）
第�17条　当会の会計年度は、４月１日に始まり翌年３

月31日に終わる。
　（会計監査）
第�18条　当会の会計監査は、学生健康保険互助組合の

監事がこれに当たる。

第５章　細則
　（細則）
第19条　当会の細則は、別にこれを定める。

第６章　改廃
　（改廃）
第�20条　この会則の改廃については、当会の全体会及

び学生保険委員会の議を経て、学生健康保険互助組
合理事会の承認を必要とする。
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・診療月・調剤月の翌月の受付期間に１ヶ月分を１枚にまとめて記入してください。
・�給付金額は組合規約に基づき決定し給付します。ただし、提出した申請書や領収証

等に不備がある場合、給付されないことがあります。
・記入された個人情報は医療費給付と統計資料作成のために使用します。

給付決定合計額
（大学記入欄）

円

窓口別受付番号

窓口受付者

処理日

／

計算担当者

◆申請に必要なもの
詳細は、当該年度の「学生健保のしおり」Ｐ７「■申請方法」をご覧ください。
①医療費給付申請書（本用紙）
②領収証�（必要項目：日付、宛名、保険負担割合、診療日ごとの保険分合計額（保険点数

でも可）・保険診療自己負担額（一部負担金）・保険外金額・領収額、医療機関名
または保険薬局名・住所・電話番号、領収印）

③学生証（特別外国人学生の方は、組合員証も一緒に提示してください）

〈以下は初回申請者のみ提出。〉
④振込口座確認書
⑤銀行通帳のコピー

◆�その他制度詳細は健保のしおり（右記QRコードでも確認可能）でご確認 
ください。

立教大学学生健康保険互助組合

医療費給付申請書
太線内を黒ボールペンでご記入ください。

申請日　20　　　年　　　月　　　日

学　生　番　号 フリガナ

氏　　名�

電　話　番　号 【申請にあたって】

本用紙下部「◆申請に必要なもの」を確認の上ご用意ください。
また以下のチェック欄のいずれかを必ずチェックし、指示に従うこと。（　　　　　  ）　　  　　　　－

傷病名または症状（４桁の数字記入）※ □初回申請（大学院進学等で学生番号が変わった場合もこちら）
　�大学への口座登録が必要です。以下の2つを追加で用意してください。
　・振込口座確認書（裏面を確認の上記入すること）
　・�通帳のコピー
□ 2回目以降申請
　本用紙下部「◆申請に必要なもの」を確認の上ご用意ください。

※�本用紙裏面を参照し、４桁の数字を記入してください。
　（例）�風邪（1001）、皮膚炎・湿疹（1202）、アレルギー性鼻炎（1006）、骨折（1901）、捻挫・脱臼・打撲（1905）、急性

腸炎（0101）など

病
　
　
　
　
院

診療月 病　院　名 〔 入院と通院は分けて
記入してください 〕 領収証枚数 給付決定金額

（大学記入欄）

月

1 枚 円

2 枚 円

3 枚 円

4 枚 円

保
険
薬
局

調剤月 保　険　薬　局　名 領収証枚数 小計 円

月

1 枚 円

2 枚 円

備考（その他の提出書類等）：
小計 円

A4サイズに拡大コピーしてご利用ください。



１
　
感
染
症
及
び
寄
生
虫
症

01
01
　
腸
管
感
染
症
･･
･�細
菌
性
食
中
毒
、
胃
腸
炎
・
大
腸
炎
・
下
痢
	

（
非
感
染
性
は
11
13
）
な
ど

01
02
　
結
核

01
03
　
主
と
し
て
性
的
伝
播
様
式
を
と
る
感
染
症
･･
･�梅
毒
、
ク
ラ
ミ
ジ
ア
、
	

ト
リ
コ
モ
ナ
ス
な
ど

01
04
　
�皮
膚
及
び
粘
膜
の
病
変
を
伴
う
ウ
イ
ル
ス
性
疾
患
	

･･
･�ヘ
ル
ペ
ス
、
水
痘
、
帯
状
疱
疹
、
麻
疹
、
風
疹
、
ウ
イ
ル
ス
性
い
ぼ
な
ど

01
05
　
ウ
イ
ル
ス
肝
炎
…
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
型
肝
炎
な
ど

01
06
　
そ
の
他
の
ウ
イ
ル
ス
性
疾
患
･･
･�日
本
脳
炎
、
お
た
ふ
く
、
ウ
イ
ル
ス
性
・
流

行
性
結
膜
炎
な
ど

01
07
　
真
菌
症
･･
･水
虫
、
た
む
し
、
頑
癬
、
癜
風
、
カ
ン
ジ
ダ
症
な
ど

01
08
　
感
染
症
及
び
寄
生
虫
症
の
続
発
・
後
遺
症
･･
･�結
核
、
ト
ラ
コ
ー
マ
そ
の
他
の

続
発
・
後
遺
症

01
09
　
そ
の
他
の
感
染
症
及
び
寄
生
虫
症
･･
･�ト
ラ
コ
ー
マ
、
マ
ラ
リ
ア
、
回
虫
症
、

ダ
ニ
皮
膚
炎
な
ど

２
　
新
生
物

02
01
　
胃
の
悪
性
新
生
物
…
胃
癌
、
噴
門
癌
、
幽
門
癌

02
02
　
結
腸
の
悪
性
新
生
物
…
�結
腸
癌
、
大
腸
癌
、
横
行
結
腸
癌
、
下
行
結
腸
癌
、
	

Ｓ
状
結
腸
癌
な
ど

02
03
　
直
腸
Ｓ
状
結
腸
移
行
部
及
び
直
腸
の
悪
性
新
生
物
…
�直
腸
癌
、
	

直
腸
Ｓ
状
結
腸
癌
な
ど

02
04
　
肝
及
び
肝
内
胆
管
の
悪
性
新
生
物
…
肝
癌
、
肝
細
胞
癌
な
ど

02
05
　
気
管
、
気
管
支
及
び
肺
の
悪
性
新
生
物
…
気
管
又
は
気
管
支
癌
、
肺
癌

02
06
　
乳
房
の
悪
性
新
生
物
…
乳
癌
、
ペ
ー
ジ
ェ
ッ
ト
病

02
07
　
子
宮
の
悪
性
新
生
物
…
子
宮
頸
癌
、
子
宮
体
癌

02
08
　
悪
性
リ
ン
パ
腫
…
�ホ
ジ
キ
ン
リ
ン
パ
腫
、
非
ホ
ジ
キ
ン
リ
ン
パ
腫
、
細
網
肉
腫
	

な
ど

02
09
　
白
血
病
…
白
血
病
、
急
性
骨
髄
線
維
症

02
10
　
そ
の
他
の
悪
性
新
生
物
…
�舌
癌
、
食
道
癌
、
胆
管
癌
、
膵
癌
、
前
立
腺
癌
、
	

甲
状
腺
癌
な
ど

02
11
　
良
性
新
生
物
及
び
そ
の
他
の
新
生
物
･･
･�上
皮
内
新
生
物
、
脂
肪
腫
、
血
管
腫
、
	

リ
ン
パ
管
腫
、
色
素
性
母
斑
、
	

乳
房
の
良
性
新
生
物
、
子
宮
筋
腫
な
ど

３
　
血
液
及
び
造
血
器
の
疾
患
並
び
に
免
疫
機
構
の
障
害

03
01
　
貧
血

03
02
　
�そ
の
他
の
血
液
及
び
造
血
器
の
疾
患
並
び
に
免
疫
機
構
の
障
害
	

･･
･血
友
病
、
多
血
症
、
サ
ル
コ
イ
ド
ー
シ
ス
な
ど

４
　
内
分
泌
、
栄
養
及
び
代
謝
疾
患

04
01
　
甲
状
腺
障
害
･･
･�甲
状
腺
腫
、
甲
状
腺
機
能
亢
進
症
、
バ
セ
ド
ウ
病
、
橋
本
病
な
ど

04
02
　
糖
尿
病
…
１
型
糖
尿
病
・
２
型
糖
尿
病
な
ど

04
03
　
�脂
質
異
常
症
…
高
脂
血
症
、
高
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
血
症
な
ど

04
04
　
�そ
の
他
の
内
分
泌
、
栄
養
及
び
代
謝
疾
患
	

･･
･�低
血
糖
症
、
卵
巣
機
能
障
害
、
栄
養
失
調
、
ビ
タ
ミ
ン
欠
乏
症
、
肥
満
症
、

脱
水
症
な
ど

５
　
精
神
及
び
行
動
の
障
害

05
01
　
血
管
性
及
び
詳
細
不
明
の
認
知
症

05
02
　
精
神
作
用
物
質
使
用
に
よ
る
精
神
及
び
行
動
の
障
害
･･･
�急
性
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
な
ど

05
03
　
統
合
失
調
症
、
統
合
失
調
症
型
障
害
及
び
妄
想
性
障
害

05
04
　
気
分
［
感
情
］
障
害
（
躁
う
つ
病
を
含
む
）
･･
･双
極
性
感
情
障
害
、
躁
う
つ
病
な
ど

05
05
　
�神
経
症
性
障
害
、
ス
ト
レ
ス
関
連
障
害
及
び
身
体
表
現
性
障
害
	

･･
･�神
経
症
、
不
安
障
害
、
不
安
神
経
症
、
強
迫
神
経
症
、
	

外
傷
後
ス
ト
レ
ス
障
害
、
解
離
性
障
害
な
ど

05
06
　
知
的
障
害
＜
精
神
遅
滞
＞

05
07
　
そ
の
他
の
精
神
及
び
行
動
の
障
害
･･
･�摂
食
障
害
、
抜
毛
癖
、
自
閉
症
、
吃
音
症
、

発
達
障
害
な
ど

６
　
神
経
系
の
疾
患

06
01
　
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病

06
02
　
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病

06
03
　
て
ん
か
ん

06
04
　
脳
性
麻
痺
及
び
そ
の
他
の
麻
痺
性
症
候
群

06
05
　
自
律
神
経
系
の
障
害
･･
･自
律
神
経
失
調
症
な
ど

06
06
　
そ
の
他
の
神
経
系
の
疾
患
･･
･�細
菌
性
髄
膜
炎
、
脳
炎
、
脊
髄
炎
、
	

続
発
性
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
症
候
群
、
多
発
性
硬
化
症
、

片
頭
痛
、
睡
眠
障
害
、
三
叉
神
経
痛
、
顔
面
麻
痺
、

重
症
筋
無
力
症
、
筋
ジ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
な
ど

７
　
眼
及
び
付
属
器
の
疾
患

07
01
　
結
膜
炎
…
結
膜
炎
（
角
結
膜
炎
は
07
04
）

07
02
　
白
内
障

07
03
　
屈
折
及
び
調
節
の
障
害
･･
･遠
視
、
近
視
、
乱
視
な
ど

07
04
　
そ
の
他
の
眼
及
び
付
属
器
の
疾
患
･･
･�麦
粒
腫
（
も
の
も
ら
い
）
、
網
膜
剥
離
、

眼
精
疲
労
な
ど

８
　
耳
及
び
乳
様
突
起
の
疾
患

08
01
　
外
耳
炎

08
02
　
そ
の
他
の
外
耳
疾
患

08
03
　
中
耳
炎

08
04
　
そ
の
他
の
中
耳
及
び
乳
様
突
起
の
疾
患
･･
･耳
管
炎
、
鼓
膜
穿
孔
な
ど

08
05
　
メ
ニ
エ
ー
ル
病

08
06
　
そ
の
他
の
内
耳
疾
患
…
内
耳
炎
、
騒
音
性
難
聴
な
ど

08
07
　
そ
の
他
の
耳
疾
患
･･
･難
聴
（
騒
音
性
難
聴
は
08
06
）
、
耳
痛
、
耳
鳴
な
ど

９
　
循
環
器
系
の
疾
患

09
01
　
高
血
圧
性
疾
患

09
02
　
虚
血
性
心
疾
患
･･
･狭
心
症
、
心
筋
梗
塞
、
冠
状
動
脈
瘤
、
冠
不
全
な
ど

09
03
　
そ
の
他
の
心
疾
患
･･
･�大
動
脈
弁
閉
鎖
不
全
症
、
心
筋
症
、
心
房
細
動
、
不
整
脈
、

心
不
全
な
ど

09
04
　
く
も
膜
下
出
血

09
05
　
脳
内
出
血

09
06
　
脳
梗
塞

09
07
　
脳
動
脈
硬
化

09
08
　
そ
の
他
の
脳
血
管
疾
患
･･
･脳
卒
中
、
脳
血
栓
症
な
ど

09
09
　
動
脈
硬
化

09
11
　
低
血
圧
･･
･低
血
圧
症
、
起
立
性
調
整
障
害
な
ど

09
12
　
そ
の
他
の
循
環
器
系
の
疾
患
･･
･�大
動
脈
瘤
、
肺
塞
栓
症
、
血
栓
症
、
	

リ
ン
パ
管
炎
な
ど

１
０
　
呼
吸
器
の
疾
患

10
01
　
急
性
鼻
咽
頭
炎
[か
ぜ
]＜
感
冒
＞
･･
･�か
ぜ
、
急
性
鼻
炎
（
慢
性
は
10
11
、
	

ア
レ
ル
ギ
ー
性
は
10
06
）
な
ど

10
02
　
急
性
咽
頭
炎
及
び
急
性
扁
桃
炎

10
03
　
そ
の
他
の
急
性
上
気
道
感
染
症
･･
･�急
性
副
鼻
腔
炎
、
急
性
喉
頭
炎
、
	

急
性
気
管
支
炎
な
ど

10
04
　
肺
炎

10
05
　
急
性
気
管
支
炎
及
び
急
性
細
気
管
支
炎

10
06
　
ア
レ
ル
ギ
ー
性
鼻
炎
･･
･花
粉
症
な
ど

10
07
　
慢
性
副
鼻
腔
炎
･･
･慢
性
副
鼻
腔
炎
（
急
性
は
10
03
）
、
蓄
膿
症
な
ど

10
08
　
急
性
又
は
慢
性
と
明
示
さ
れ
な
い
気
管
支
炎

10
09
　
慢
性
閉
塞
性
肺
疾
患
･･
･慢
性
気
管
支
炎
、
肺
気
腫
な
ど

10
10
　
喘
息

10
11
　
�そ
の
他
の
呼
吸
器
系
の
疾
患
･･
･�イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
、
	

慢
性
鼻
炎
・
咽
頭
炎
・
扁
桃
炎
、
	

鼻
中
隔
弯
曲
症
、
声
帯
ポ
リ
ー
プ
、
気
胸
な
ど

１
１
　
消
化
器
系
の
疾
患

11
03
　
そ
の
他
の
歯
及
び
歯
の
支
持
組
織
の
障
害
･･･
�埋
伏
歯
、不
正
咬
合
、顎
関
節
障
害
な
ど

11
04
　
胃
潰
瘍
及
び
十
二
指
腸
潰
瘍

11
05
　
胃
炎
及
び
十
二
指
腸
炎

11
06
　
痔
核

11
07
　
ア
ル
コ
ー
ル
性
肝
疾
患

11
08
　
慢
性
肝
炎
（
ア
ル
コ
ー
ル
性
の
も
の
を
除
く
）

11
09
　
肝
硬
変
（
ア
ル
コ
ー
ル
性
の
も
の
を
除
く
）

11
10
　
そ
の
他
の
肝
疾
患
･･
･肝
不
全
、
肝
硬
化
症
、
脂
肪
肝
な
ど

11
11
　
胆
石
症
及
び
胆
の
う
炎

11
12
　
膵
疾
患
･･
･膵
炎
な
ど

11
13
　
�そ
の
他
の
消
化
器
系
の
疾
患
	

･･
･�食
道
炎
、
腸
潰
瘍
、
急
性
虫
垂
炎
、
そ
径
・
大
腿
等
の
ヘ
ル
ニ
ア
、
潰
瘍
性
大

腸
炎
、
腸
閉
塞
、
便
秘
、
機
能
性
下
痢
、
痔
ろ
う
、
腹
膜
炎
な
ど

１
２
　
皮
膚
及
び
皮
下
組
織
の
疾
患

12
01
　
皮
膚
及
び
皮
下
組
織
の
感
染
症
･･
･�と
び
ひ
、
皮
膚
膿
瘍
、
急
性
リ
ン
パ
節
炎
、

爪
周
囲
炎
な
ど

12
02
　
皮
膚
炎
及
び
湿
疹
･･
･�ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
、
脂
漏
性
皮
膚
炎
、
苔
癬
、
痒
疹
な
ど

12
03
　
�そ
の
他
の
皮
膚
及
び
皮
下
組
織
の
疾
患
･･
･�疱
疹
状
皮
膚
炎
、
乾
癬
、じ
ん
ま
疹
、

円
形
脱
毛
症
、
に
き
び
（
ざ
瘡
）
、

あ
せ
も
、
う
お
の
め
な
ど

１
３
　
筋
骨
格
系
及
び
結
合
組
織
の
疾
患

13
01
　
炎
症
性
多
発
性
関
節
障
害
･･
･�リ
ウ
マ
チ
、
通
風
、
軟
骨
石
灰
化
症
、
	

そ
の
他
の
関
節
炎
な
ど

13
02
　
関
節
症

13
03
　
脊
椎
障
害
（
脊
椎
症
を
含
む
）
･･
･強
直
性
脊
椎
炎
、
脊
椎
症
、
脊
柱
管
狭
窄
な
ど

13
04
　
椎
間
板
障
害
･･
･頸
部
椎
間
板
ヘ
ル
ニ
ア
な
ど

13
05
　
頚
腕
症
候
群

13
06
　
腰
痛
症
及
び
坐
骨
神
経
痛
･･
･腰
痛
症
、
坐
骨
神
経
痛
な
ど

13
07
　
そ
の
他
の
脊
柱
障
害
･･
･�脊
柱
側
弯
症
、
骨
端
症
、
脊
椎
分
離
症
、
	

腰
椎
す
べ
り
症
、
斜
頸
な
ど

13
08
　
肩
の
障
害
＜
損
傷
＞
･･
･肩
関
節
周
囲
炎
な
ど

13
09
　
骨
の
密
度
及
び
構
造
の
障
害
･･
･骨
粗
し
ょ
う
症
、
成
人
骨
軟
化
症
な
ど

13
10
　
�そ
の
他
の
筋
骨
格
系
及
び
	

結
合
組
織
の
疾
患
･･
･�外
反
母
趾
、
膝
蓋
骨
の
障
害
、
関
節
障
害
、
	

全
身
性
エ
リ
テ
マ
ト
ー
デ
ス
（
SL
E）
、
全
身
性
硬
化
症
、

腱
鞘
炎
、
ば
ね
指
、
ガ
ン
グ
リ
オ
ン
、
ア
キ
レ
ス
腱
炎
、

ベ
ー
チ
ェ
ッ
ト
病
、
骨
端
症
、
大
腿
骨
頭
す
べ
り
症
、

膠
原
病
な
ど

１
４
　
腎
尿
路
生
殖
器
系
の
疾
患

14
01
　
糸
球
体
疾
患
及
び
腎
尿
細
管
間
質
性
疾
患
･･
･�腎
炎
、
ネ
フ
ロ
ー
ゼ
症
候
群
、

腎
盂
炎
な
ど

14
02
　
腎
不
全
…
腎
不
全
、
慢
性
尿
毒
症
な
ど

14
03
　
尿
路
結
石
症
…
尿
路
結
石
、
腎
結
石
、
尿
管
結
石
、
膀
胱
結
石
、
尿
道
結
石
な
ど

14
04
　
そ
の
他
の
腎
尿
路
系
の
疾
患
･･
･萎
縮
腎
、
膀
胱
炎
、
尿
道
炎
、
尿
失
禁
な
ど

14
05
　
前
立
腺
肥
大

14
06
　
そ
の
他
の
男
性
生
殖
器
の
疾
患
･･
･�前
立
腺
炎
、
精
巣
炎
、
包
茎
、
亀
頭
包
皮
炎
な
ど

14
07
　
月
経
障
害
及
び
閉
経
周
辺
期
障
害
･･
･�無
月
経
、
過
多
月
経
、
月
経
困
難
症
、

更
年
期
状
態
な
ど

14
08
　
�乳
房
及
び
そ
の
他
の
女
性
生
殖
器
の
疾
患
	

･･
･�乳
腺
炎
、卵
管
炎
、卵
巣
炎
、骨
盤
腹
膜
炎
、腟
炎
、外
陰
炎
、子
宮
内
膜
症
な
ど

１
５
　
妊
娠
、
分
娩
及
び
産
じ
ょ
く

15
01
　
流
産

15
02
　
妊
娠
高
血
圧
症
候
群

15
03
　
単
胎
自
然
分
娩

15
04
　
そ
の
他
の
妊
娠
、
分
娩
及
び
産
じ
ょ
く
･･
･切
迫
流
産
な
ど

１
６
　
周
産
期
に
発
生
し
た
病
態

16
01
　
妊
娠
及
び
胎
児
発
育
に
関
連
す
る
障
害

16
02
　
そ
の
他
の
周
産
期
に
発
生
し
た
病
態

１
７
　
先
天
奇
形
、
変
形
及
び
染
色
体
異
常

17
01
　
心
臓
の
先
天
奇
形
…
先
天
性
冠
状
動
脈
瘤
な
ど

17
02
　
そ
の
他
の
先
天
奇
形
、
変
形
及
び
染
色
体
異
常
…
ダ
ウ
ン
症
候
群
な
ど

１
８
　
症
状
、
徴
候
及
び
異
常
臨
床
所
見
・
異
常
検
査
所
見
で
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の

18
00
　
�症
状
、
徴
候
及
び
異
常
臨
床
所
見
・
異
常
検
査
所
見
で
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
	

･･
･�腹
痛
、
嘔
吐
、
胸
や
け
、
嚥
下
障
害
、
異
常
不
随
意
運
動
、
排
尿
痛
、
	

め
ま
い
感
、
嗅
覚
障
害
、
味
覚
障
害
、
幻
聴
、
情
緒
不
安
、
失
語
、
頭
痛
、

倦
怠
感
、
疲
労
、
食
欲
不
振
、
多
食
症
な
ど

１
９
　
損
傷
、
中
毒
及
び
そ
の
他
の
外
因
の
影
響

19
01
　
骨
折

19
02
　
頭
蓋
内
損
傷
及
び
内
蔵
の
損
傷
･･
･�脳
振
と
う
、
心
臓
損
傷
、
	

外
傷
性
腹
腔
内
臓
器
損
傷
な
ど

19
03
　
熱
傷
及
び
腐
食

19
04
　
中
毒
･･
･薬
剤
及
び
生
物
学
的
製
剤
に
よ
る
中
毒
、
有
毒
性
食
品
の
毒
作
用
な
ど

19
05
　
�そ
の
他
の
損
傷
及
び
そ
の
他
の
外
因
の
影
響
	

･･
･�身
体
各
部
位
の
表
在
損
傷
、
外
傷
性
切
断
、
関
節
及
び
靭
帯
の
脱
臼
・
捻
挫
、

熱
射
病
、
損
傷
な
ど
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１
　
感
染
症
及
び
寄
生
虫
症

01
01
　
腸
管
感
染
症
･･
･�細
菌
性
食
中
毒
、
胃
腸
炎
・
大
腸
炎
・
下
痢
	

（
非
感
染
性
は
11
13
）
な
ど

01
02
　
結
核

01
03
　
主
と
し
て
性
的
伝
播
様
式
を
と
る
感
染
症
･･
･�梅
毒
、
ク
ラ
ミ
ジ
ア
、
	

ト
リ
コ
モ
ナ
ス
な
ど

01
04
　
�皮
膚
及
び
粘
膜
の
病
変
を
伴
う
ウ
イ
ル
ス
性
疾
患
	

･･
･�ヘ
ル
ペ
ス
、
水
痘
、
帯
状
疱
疹
、
麻
疹
、
風
疹
、
ウ
イ
ル
ス
性
い
ぼ
な
ど

01
05
　
ウ
イ
ル
ス
肝
炎
…
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
型
肝
炎
な
ど

01
06
　
そ
の
他
の
ウ
イ
ル
ス
性
疾
患
･･
･�日
本
脳
炎
、
お
た
ふ
く
、
ウ
イ
ル
ス
性
・
流

行
性
結
膜
炎
な
ど

01
07
　
真
菌
症
･･
･水
虫
、
た
む
し
、
頑
癬
、
癜
風
、
カ
ン
ジ
ダ
症
な
ど

01
08
　
感
染
症
及
び
寄
生
虫
症
の
続
発
・
後
遺
症
･･
･�結
核
、
ト
ラ
コ
ー
マ
そ
の
他
の

続
発
・
後
遺
症

01
09
　
そ
の
他
の
感
染
症
及
び
寄
生
虫
症
･･
･�ト
ラ
コ
ー
マ
、
マ
ラ
リ
ア
、
回
虫
症
、

ダ
ニ
皮
膚
炎
な
ど

２
　
新
生
物

02
01
　
胃
の
悪
性
新
生
物
…
胃
癌
、
噴
門
癌
、
幽
門
癌

02
02
　
結
腸
の
悪
性
新
生
物
…
�結
腸
癌
、
大
腸
癌
、
横
行
結
腸
癌
、
下
行
結
腸
癌
、
	

Ｓ
状
結
腸
癌
な
ど

02
03
　
直
腸
Ｓ
状
結
腸
移
行
部
及
び
直
腸
の
悪
性
新
生
物
…
�直
腸
癌
、
	

直
腸
Ｓ
状
結
腸
癌
な
ど

02
04
　
肝
及
び
肝
内
胆
管
の
悪
性
新
生
物
…
肝
癌
、
肝
細
胞
癌
な
ど

02
05
　
気
管
、
気
管
支
及
び
肺
の
悪
性
新
生
物
…
気
管
又
は
気
管
支
癌
、
肺
癌

02
06
　
乳
房
の
悪
性
新
生
物
…
乳
癌
、
ペ
ー
ジ
ェ
ッ
ト
病

02
07
　
子
宮
の
悪
性
新
生
物
…
子
宮
頸
癌
、
子
宮
体
癌

02
08
　
悪
性
リ
ン
パ
腫
…
�ホ
ジ
キ
ン
リ
ン
パ
腫
、
非
ホ
ジ
キ
ン
リ
ン
パ
腫
、
細
網
肉
腫
	

な
ど

02
09
　
白
血
病
…
白
血
病
、
急
性
骨
髄
線
維
症

02
10
　
そ
の
他
の
悪
性
新
生
物
…
�舌
癌
、
食
道
癌
、
胆
管
癌
、
膵
癌
、
前
立
腺
癌
、
	

甲
状
腺
癌
な
ど

02
11
　
良
性
新
生
物
及
び
そ
の
他
の
新
生
物
･･
･�上
皮
内
新
生
物
、
脂
肪
腫
、
血
管
腫
、
	

リ
ン
パ
管
腫
、
色
素
性
母
斑
、
	

乳
房
の
良
性
新
生
物
、
子
宮
筋
腫
な
ど

３
　
血
液
及
び
造
血
器
の
疾
患
並
び
に
免
疫
機
構
の
障
害

03
01
　
貧
血

03
02
　
�そ
の
他
の
血
液
及
び
造
血
器
の
疾
患
並
び
に
免
疫
機
構
の
障
害
	

･･
･血
友
病
、
多
血
症
、
サ
ル
コ
イ
ド
ー
シ
ス
な
ど

４
　
内
分
泌
、
栄
養
及
び
代
謝
疾
患

04
01
　
甲
状
腺
障
害
･･
･�甲
状
腺
腫
、
甲
状
腺
機
能
亢
進
症
、
バ
セ
ド
ウ
病
、
橋
本
病
な
ど

04
02
　
糖
尿
病
…
１
型
糖
尿
病
・
２
型
糖
尿
病
な
ど

04
03
　
�脂
質
異
常
症
…
高
脂
血
症
、
高
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
血
症
な
ど

04
04
　
�そ
の
他
の
内
分
泌
、
栄
養
及
び
代
謝
疾
患
	

･･
･�低
血
糖
症
、
卵
巣
機
能
障
害
、
栄
養
失
調
、
ビ
タ
ミ
ン
欠
乏
症
、
肥
満
症
、

脱
水
症
な
ど

５
　
精
神
及
び
行
動
の
障
害

05
01
　
血
管
性
及
び
詳
細
不
明
の
認
知
症

05
02
　
精
神
作
用
物
質
使
用
に
よ
る
精
神
及
び
行
動
の
障
害
･･･
�急
性
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
な
ど

05
03
　
統
合
失
調
症
、
統
合
失
調
症
型
障
害
及
び
妄
想
性
障
害

05
04
　
気
分
［
感
情
］
障
害
（
躁
う
つ
病
を
含
む
）
･･
･双
極
性
感
情
障
害
、
躁
う
つ
病
な
ど

05
05
　
�神
経
症
性
障
害
、
ス
ト
レ
ス
関
連
障
害
及
び
身
体
表
現
性
障
害
	

･･
･�神
経
症
、
不
安
障
害
、
不
安
神
経
症
、
強
迫
神
経
症
、
	

外
傷
後
ス
ト
レ
ス
障
害
、
解
離
性
障
害
な
ど

05
06
　
知
的
障
害
＜
精
神
遅
滞
＞

05
07
　
そ
の
他
の
精
神
及
び
行
動
の
障
害
･･
･�摂
食
障
害
、
抜
毛
癖
、
自
閉
症
、
吃
音
症
、

発
達
障
害
な
ど

６
　
神
経
系
の
疾
患

06
01
　
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病

06
02
　
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病

06
03
　
て
ん
か
ん

06
04
　
脳
性
麻
痺
及
び
そ
の
他
の
麻
痺
性
症
候
群

06
05
　
自
律
神
経
系
の
障
害
･･
･自
律
神
経
失
調
症
な
ど

06
06
　
そ
の
他
の
神
経
系
の
疾
患
･･
･�細
菌
性
髄
膜
炎
、
脳
炎
、
脊
髄
炎
、
	

続
発
性
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
症
候
群
、
多
発
性
硬
化
症
、

片
頭
痛
、
睡
眠
障
害
、
三
叉
神
経
痛
、
顔
面
麻
痺
、

重
症
筋
無
力
症
、
筋
ジ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
な
ど

７
　
眼
及
び
付
属
器
の
疾
患

07
01
　
結
膜
炎
…
結
膜
炎
（
角
結
膜
炎
は
07
04
）

07
02
　
白
内
障

07
03
　
屈
折
及
び
調
節
の
障
害
･･
･遠
視
、
近
視
、
乱
視
な
ど

07
04
　
そ
の
他
の
眼
及
び
付
属
器
の
疾
患
･･
･�麦
粒
腫
（
も
の
も
ら
い
）
、
網
膜
剥
離
、

眼
精
疲
労
な
ど

８
　
耳
及
び
乳
様
突
起
の
疾
患

08
01
　
外
耳
炎

08
02
　
そ
の
他
の
外
耳
疾
患

08
03
　
中
耳
炎

08
04
　
そ
の
他
の
中
耳
及
び
乳
様
突
起
の
疾
患
･･
･耳
管
炎
、
鼓
膜
穿
孔
な
ど

08
05
　
メ
ニ
エ
ー
ル
病

08
06
　
そ
の
他
の
内
耳
疾
患
…
内
耳
炎
、
騒
音
性
難
聴
な
ど

08
07
　
そ
の
他
の
耳
疾
患
･･
･難
聴
（
騒
音
性
難
聴
は
08
06
）
、
耳
痛
、
耳
鳴
な
ど

９
　
循
環
器
系
の
疾
患

09
01
　
高
血
圧
性
疾
患

09
02
　
虚
血
性
心
疾
患
･･
･狭
心
症
、
心
筋
梗
塞
、
冠
状
動
脈
瘤
、
冠
不
全
な
ど

09
03
　
そ
の
他
の
心
疾
患
･･
･�大
動
脈
弁
閉
鎖
不
全
症
、
心
筋
症
、
心
房
細
動
、
不
整
脈
、

心
不
全
な
ど

09
04
　
く
も
膜
下
出
血

09
05
　
脳
内
出
血

09
06
　
脳
梗
塞

09
07
　
脳
動
脈
硬
化

09
08
　
そ
の
他
の
脳
血
管
疾
患
･･
･脳
卒
中
、
脳
血
栓
症
な
ど

09
09
　
動
脈
硬
化

09
11
　
低
血
圧
･･
･低
血
圧
症
、
起
立
性
調
整
障
害
な
ど

09
12
　
そ
の
他
の
循
環
器
系
の
疾
患
･･
･�大
動
脈
瘤
、
肺
塞
栓
症
、
血
栓
症
、
	

リ
ン
パ
管
炎
な
ど

１
０
　
呼
吸
器
の
疾
患

10
01
　
急
性
鼻
咽
頭
炎
[か
ぜ
]＜
感
冒
＞
･･
･�か
ぜ
、
急
性
鼻
炎
（
慢
性
は
10
11
、
	

ア
レ
ル
ギ
ー
性
は
10
06
）
な
ど

10
02
　
急
性
咽
頭
炎
及
び
急
性
扁
桃
炎

10
03
　
そ
の
他
の
急
性
上
気
道
感
染
症
･･
･�急
性
副
鼻
腔
炎
、
急
性
喉
頭
炎
、
	

急
性
気
管
支
炎
な
ど

10
04
　
肺
炎

10
05
　
急
性
気
管
支
炎
及
び
急
性
細
気
管
支
炎

10
06
　
ア
レ
ル
ギ
ー
性
鼻
炎
･･
･花
粉
症
な
ど

10
07
　
慢
性
副
鼻
腔
炎
･･
･慢
性
副
鼻
腔
炎
（
急
性
は
10
03
）
、
蓄
膿
症
な
ど

10
08
　
急
性
又
は
慢
性
と
明
示
さ
れ
な
い
気
管
支
炎

10
09
　
慢
性
閉
塞
性
肺
疾
患
･･
･慢
性
気
管
支
炎
、
肺
気
腫
な
ど

10
10
　
喘
息

10
11
　
�そ
の
他
の
呼
吸
器
系
の
疾
患
･･
･�イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
、
	

慢
性
鼻
炎
・
咽
頭
炎
・
扁
桃
炎
、
	

鼻
中
隔
弯
曲
症
、
声
帯
ポ
リ
ー
プ
、
気
胸
な
ど

１
１
　
消
化
器
系
の
疾
患

11
03
　
そ
の
他
の
歯
及
び
歯
の
支
持
組
織
の
障
害
･･･
�埋
伏
歯
、不
正
咬
合
、顎
関
節
障
害
な
ど

11
04
　
胃
潰
瘍
及
び
十
二
指
腸
潰
瘍

11
05
　
胃
炎
及
び
十
二
指
腸
炎

11
06
　
痔
核

11
07
　
ア
ル
コ
ー
ル
性
肝
疾
患

11
08
　
慢
性
肝
炎
（
ア
ル
コ
ー
ル
性
の
も
の
を
除
く
）

11
09
　
肝
硬
変
（
ア
ル
コ
ー
ル
性
の
も
の
を
除
く
）

11
10
　
そ
の
他
の
肝
疾
患
･･
･肝
不
全
、
肝
硬
化
症
、
脂
肪
肝
な
ど

11
11
　
胆
石
症
及
び
胆
の
う
炎

11
12
　
膵
疾
患
･･
･膵
炎
な
ど

11
13
　
�そ
の
他
の
消
化
器
系
の
疾
患
	

･･
･�食
道
炎
、
腸
潰
瘍
、
急
性
虫
垂
炎
、
そ
径
・
大
腿
等
の
ヘ
ル
ニ
ア
、
潰
瘍
性
大

腸
炎
、
腸
閉
塞
、
便
秘
、
機
能
性
下
痢
、
痔
ろ
う
、
腹
膜
炎
な
ど

１
２
　
皮
膚
及
び
皮
下
組
織
の
疾
患

12
01
　
皮
膚
及
び
皮
下
組
織
の
感
染
症
･･
･�と
び
ひ
、
皮
膚
膿
瘍
、
急
性
リ
ン
パ
節
炎
、

爪
周
囲
炎
な
ど

12
02
　
皮
膚
炎
及
び
湿
疹
･･
･�ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
、
脂
漏
性
皮
膚
炎
、
苔
癬
、
痒
疹
な
ど

12
03
　
�そ
の
他
の
皮
膚
及
び
皮
下
組
織
の
疾
患
･･
･�疱
疹
状
皮
膚
炎
、
乾
癬
、じ
ん
ま
疹
、

円
形
脱
毛
症
、
に
き
び
（
ざ
瘡
）
、

あ
せ
も
、
う
お
の
め
な
ど

１
３
　
筋
骨
格
系
及
び
結
合
組
織
の
疾
患

13
01
　
炎
症
性
多
発
性
関
節
障
害
･･
･�リ
ウ
マ
チ
、
通
風
、
軟
骨
石
灰
化
症
、
	

そ
の
他
の
関
節
炎
な
ど

13
02
　
関
節
症

13
03
　
脊
椎
障
害
（
脊
椎
症
を
含
む
）
･･
･強
直
性
脊
椎
炎
、
脊
椎
症
、
脊
柱
管
狭
窄
な
ど

13
04
　
椎
間
板
障
害
･･
･頸
部
椎
間
板
ヘ
ル
ニ
ア
な
ど

13
05
　
頚
腕
症
候
群

13
06
　
腰
痛
症
及
び
坐
骨
神
経
痛
･･
･腰
痛
症
、
坐
骨
神
経
痛
な
ど

13
07
　
そ
の
他
の
脊
柱
障
害
･･
･�脊
柱
側
弯
症
、
骨
端
症
、
脊
椎
分
離
症
、
	

腰
椎
す
べ
り
症
、
斜
頸
な
ど

13
08
　
肩
の
障
害
＜
損
傷
＞
･･
･肩
関
節
周
囲
炎
な
ど

13
09
　
骨
の
密
度
及
び
構
造
の
障
害
･･
･骨
粗
し
ょ
う
症
、
成
人
骨
軟
化
症
な
ど

13
10
　
�そ
の
他
の
筋
骨
格
系
及
び
	

結
合
組
織
の
疾
患
･･
･�外
反
母
趾
、
膝
蓋
骨
の
障
害
、
関
節
障
害
、
	

全
身
性
エ
リ
テ
マ
ト
ー
デ
ス
（
SL
E）
、
全
身
性
硬
化
症
、

腱
鞘
炎
、
ば
ね
指
、
ガ
ン
グ
リ
オ
ン
、
ア
キ
レ
ス
腱
炎
、

ベ
ー
チ
ェ
ッ
ト
病
、
骨
端
症
、
大
腿
骨
頭
す
べ
り
症
、

膠
原
病
な
ど

１
４
　
腎
尿
路
生
殖
器
系
の
疾
患

14
01
　
糸
球
体
疾
患
及
び
腎
尿
細
管
間
質
性
疾
患
･･
･�腎
炎
、
ネ
フ
ロ
ー
ゼ
症
候
群
、

腎
盂
炎
な
ど

14
02
　
腎
不
全
…
腎
不
全
、
慢
性
尿
毒
症
な
ど

14
03
　
尿
路
結
石
症
…
尿
路
結
石
、
腎
結
石
、
尿
管
結
石
、
膀
胱
結
石
、
尿
道
結
石
な
ど

14
04
　
そ
の
他
の
腎
尿
路
系
の
疾
患
･･
･萎
縮
腎
、
膀
胱
炎
、
尿
道
炎
、
尿
失
禁
な
ど

14
05
　
前
立
腺
肥
大

14
06
　
そ
の
他
の
男
性
生
殖
器
の
疾
患
･･
･�前
立
腺
炎
、
精
巣
炎
、
包
茎
、
亀
頭
包
皮
炎
な
ど

14
07
　
月
経
障
害
及
び
閉
経
周
辺
期
障
害
･･
･�無
月
経
、
過
多
月
経
、
月
経
困
難
症
、

更
年
期
状
態
な
ど

14
08
　
�乳
房
及
び
そ
の
他
の
女
性
生
殖
器
の
疾
患
	

･･
･�乳
腺
炎
、卵
管
炎
、卵
巣
炎
、骨
盤
腹
膜
炎
、腟
炎
、外
陰
炎
、子
宮
内
膜
症
な
ど

１
５
　
妊
娠
、
分
娩
及
び
産
じ
ょ
く

15
01
　
流
産

15
02
　
妊
娠
高
血
圧
症
候
群

15
03
　
単
胎
自
然
分
娩

15
04
　
そ
の
他
の
妊
娠
、
分
娩
及
び
産
じ
ょ
く
･･
･切
迫
流
産
な
ど

１
６
　
周
産
期
に
発
生
し
た
病
態

16
01
　
妊
娠
及
び
胎
児
発
育
に
関
連
す
る
障
害

16
02
　
そ
の
他
の
周
産
期
に
発
生
し
た
病
態

１
７
　
先
天
奇
形
、
変
形
及
び
染
色
体
異
常

17
01
　
心
臓
の
先
天
奇
形
…
先
天
性
冠
状
動
脈
瘤
な
ど

17
02
　
そ
の
他
の
先
天
奇
形
、
変
形
及
び
染
色
体
異
常
…
ダ
ウ
ン
症
候
群
な
ど

１
８
　
症
状
、
徴
候
及
び
異
常
臨
床
所
見
・
異
常
検
査
所
見
で
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の

18
00
　
�症
状
、
徴
候
及
び
異
常
臨
床
所
見
・
異
常
検
査
所
見
で
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
	

･･
･�腹
痛
、
嘔
吐
、
胸
や
け
、
嚥
下
障
害
、
異
常
不
随
意
運
動
、
排
尿
痛
、
	

め
ま
い
感
、
嗅
覚
障
害
、
味
覚
障
害
、
幻
聴
、
情
緒
不
安
、
失
語
、
頭
痛
、

倦
怠
感
、
疲
労
、
食
欲
不
振
、
多
食
症
な
ど

１
９
　
損
傷
、
中
毒
及
び
そ
の
他
の
外
因
の
影
響

19
01
　
骨
折

19
02
　
頭
蓋
内
損
傷
及
び
内
蔵
の
損
傷
･･
･�脳
振
と
う
、
心
臓
損
傷
、
	

外
傷
性
腹
腔
内
臓
器
損
傷
な
ど

19
03
　
熱
傷
及
び
腐
食

19
04
　
中
毒
･･
･薬
剤
及
び
生
物
学
的
製
剤
に
よ
る
中
毒
、
有
毒
性
食
品
の
毒
作
用
な
ど

19
05
　
�そ
の
他
の
損
傷
及
び
そ
の
他
の
外
因
の
影
響
	

･･
･�身
体
各
部
位
の
表
在
損
傷
、
外
傷
性
切
断
、
関
節
及
び
靭
帯
の
脱
臼
・
捻
挫
、

熱
射
病
、
損
傷
な
ど

No.

2026.4

対象となる予防接種の種類
Ａ．麻疹（はしか）　　Ｂ．風疹　　Ｃ．麻疹・風疹混合　　Ｄ．流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）
Ｅ．麻疹・風疹・流行性耳下腺炎混合　　Ｆ．インフルエンザ　　Ｇ．破傷風　　Ｈ．破傷風混合（破傷風・ジフテリア）
Ｉ．水疱瘡　　Ｊ．日本脳炎　　Ｋ．Ａ型肝炎　　Ｌ．Ｂ型肝炎　　Ｍ．狂犬病　　Ｎ．ジフテリア　　Ｏ．コレラ
Ｐ．黄熱　　Ｑ．ポリオ　　Ｓ．髄膜炎菌

・接種月の翌月の受付期間に１ヶ月分を１枚にまとめて記入してください。
・�補助金額は組合規約に基づき決定し給付します。ただし、提出された申請書や領収

証等に不備がある場合、給付されないことがあります。
・記入された個人情報は予防接種費用補助に必要な手続きにのみ使用します。

給付決定合計額
（大学記入欄）

円

窓口別受付番号

窓口受付者

処理日

／

計算担当者

◆申請に必要なもの
詳細は、当該年度の「学生健保のしおり」Ｐ11（３）予防接種の費用補助「■申請方法」
をご覧ください。
①予防接種費用補助申請書（本用紙）
②領収証�（必要項目：日付、宛名、予防接種の種類、領収金額、医療機関名・住所・電話番

号、領収印）
③学生証（特別外国人学生の方は、組合員証も一緒に提示してください）

〈以下は初回申請者のみ提出。〉
④振込口座確認書（別紙）
⑤銀行通帳のコピー

◆�その他制度詳細は健保のしおり（右記QRコードでも確認可能）でご確認 
ください。

立教大学学生健康保険互助組合

予防接種費用補助申請書
太線内を黒ボールペンでご記入ください。

申請日　20　　　年　　　月　　　日

学　生　番　号 フリガナ

氏　　名�

電　話　番　号 【申請にあたって】

本用紙下部「◆申請に必要なもの」を確認の上ご用意ください。
また以下のチェック欄のいずれかを必ずチェックし、指示に従うこと。（　　　　　  ）　　  　　　　－
□初回申請（大学院進学等で学生番号が変わった場合もこちら）
　�大学への口座登録が必要です。以下の2つを追加で用意してください。
　・振込口座確認書（裏面を確認の上記入すること）
　・�通帳のコピー

病院名（複数ある場合は全て記入）

□2回目以降申請
　本用紙下部「◆申請に必要なもの」を確認の上ご用意ください。

接種月 記号 予防接種の種類 領収証 領収証以外の書類・枚数
（無い場合は0枚と記入してください）

本人負担額
（大学記入欄）

補助金額
（大学記入欄）

月

枚 （　　  ）枚

枚 （　　  ）枚

枚 （　　  ）枚

枚 （　　  ）枚

枚 （　　  ）枚
備考：

A4サイズに拡大コピーしてご利用ください。



（１）学生情報
学生番号 学部・研究科 学科・専攻 ﾌﾘｶ ﾅ゙

氏名

電話番号
自　　宅

電話番号
携　　帯

（２）振込口座登録状況の確認
以下のいずれかにチェック し、①を選択した場合はさらに必要項目を記入してください。
�

記入上の注意）
  ・大学に登録できる振込口座は一つだけです。用途によって使い分けることはできません。
  ・進学等により学生番号が変わった場合は、③を選び必ず再度登録してください。
  ・学費の引落口座を登録していても、大学からの振込用にはあらためて口座登録が必要です。
  ・日本学生支援機構の奨学金を受給していても、立教大学にはあらためて口座登録が必要です。

□　　①口座登録を行っている →	 □　　学内でのアルバイト、TA・SA・RA
	 □　　奨学金（日本学生支援機構以外）
	 □　　医療費給付
	 □　　その他 �
□　　②登録口座を変更する（変更には提出後一カ月程度要します）
□　　③口座登録を行っていない

振 込 口 座 届
立教大学御中
　私に支払われる奨学金等は以下の普通預金口座にお振込みください。

金融機関名 � 銀行　　　　　　　　　支店 大学受付印

口座番号
（普通預金）

フリガナ

口座名義
（学生本人名義）

通帳等のコピ－貼付欄（金融機関名・支店名・口座番号・口座名義が明記されている部分）
＊金融機関・支店等の統廃合が生じた場合には、必ず統廃合後の通帳等のコピーを提出してください。

＜注意事項＞
1.‌�登録口座は受給者本人の名義の普通預金口座に限ります。
2.‌�郵便局（ゆうちょ銀行）は他行に口座がない場合に限ります。利用する場合、他金融機関からの振込の受取口

座情報（店名・7ケタの口座番号）を振込口座届に記入してください。
3.‌�通帳レス（インターネット通帳）の場合

（1）�キャッシュカードがある場合→キャッシュカードのコピーを提出してください。
（2）‌�キャッシュカード（クレジット・デビット一体型）がある場合→キャッシュカード（クレジット・デビット

一体型）のコピーを提出してください。ただし、クレジット・デビットカード番号やセキュリティコードが
見えないように加工をしてください。

（3）‌�インターネットバンキング・ネット銀行の場合→｢金融機関名」｢支店名」｢口座番号」「口座名義」のわかる
画面を出力してください。ただし、残高が見えないように加工をしてください。主な金融機関の案内は以下
を参照してください。

①みずほ銀行

＊トップ画面の残
高部分を見えない
ように加工し、出
力してください。

②三菱 UFJ 銀行

＊通帳表紙イメー
ジ画面を出力して
ください。

③三井住友銀行

＊口座番号連絡書
を出力してくださ
い。

④りそな銀行

＊マイゲートにロ
グイン後の画面を
出力してください。

⑤埼玉りそな銀行

＊マイゲートにロ
グイン後の画面を
出力してください。

（2024年10月現在）

振 込 口 座 確 認 書
提出日 年 　　月 　　日1.全員が記入してください。 ＊大学からの振込を受け取る口座

2.上記1-（2）において、②登録口座を変更する、③口座登録を行っていないを選択した方は、記入してください。	

3.上記1-（2）において、②登録口座を変更する、③口座登録を行っていないを選択した方は、通帳等のコピ－を貼付してください。

＜個人情報の保護について＞
本届出書類に記入いただいた個人情報は、奨学金等の振込みに必要な手続きにのみ使用します。 2026.4

A4サイズに拡大コピーしてご利用ください。



学生のみなさんへ
立教学院財務部

振込口座確認書・振込口座届の提出について

　立教大学では、大学から学生の皆さんへ銀行振込によって奨学金や医療給付費を支払
う場合、振込口座確認書・振込口座届の提出によって学生本人名義の振込口座（以下、
口座という）を一つ指定していただき登録することで、以後同一課程在学中（学生番号
に変更がない期間）はその口座へ振り込むこととします。
　※�学費の引落口座を登録していても、大学からの振込用にはあらためて口座登録が必

要です。

１．対象となる支払い
　　 ・大学から銀行振込によって支払われる奨学金
　　 ・大学院学生学会発表奨励金等
　　 ・大学院補助費で補助される諸会費
　　 ・学生健康保険互助組合からの医療給付費
　　 ・立替払の旅費等

２．記入上の注意
　上記のうちいずれかの振り込み依頼を行う際には、振込口座確認書・振込口座届を提
出してください。これにより、大学に口座が登録されます。

　☞�口座を登録してある方：「①口座登録を行っている」にチェック を記入した後、
その支払内容について該当するものにチェック を記入のうえ提出してください。

　☞�口座を変更したい方：「②登録口座を変更する」にチェック を記入した後、振込
口座届に必要事項を記入し、通帳等のコピーを貼付のうえ提出してください。

　☞�口座を登録したい方：「③口座登録を行っていない」にチェック を記入した後、
振込口座届に必要事項を記入し、通帳等のコピーを貼付のうえ提出してください。

３．登録可能な口座に関する注意
　都市銀行、地方銀行またはインターネット銀行の本支店に開設された学生本人名義の
普通預金口座に限ります。郵便局（ゆうちょ銀行）は他行に口座がない場合に限ります。
また、大学に登録できる振込口座は一つだけです。用途によって使い分けることはでき
ません。なお、口座を新規に開設する場合には、可能な限り以下の金融機関・支店を利
用してください。

① みずほ銀行	 池袋西口支店　※�2020年11月に池袋駅東口のハレザタワー内に移転。
② 三菱UFJ銀行	 西池袋支店　　※�2020年12月に池袋駅東口の「池袋東口支店」内

に移転。
	� 池袋東口支店にて、「西池袋支店」の口座の開設希望を申し出るこ

とで開設可能。
③ 三井住友銀行	 池袋支店
④ りそな銀行	 池袋支店
⑤ 三菱UFJ銀行	 新座志木支店
⑥ 埼玉りそな銀行	 新座支店

不明な点は、立教学院財務部（電話　03-3985-2688）までお問い合わせください。

以　上

2026年４月

＜組合員へ＞
　１．�この領収証は医療機関（または保険薬局）で記入してもらってください。学生が記入したものは無効です。
　２．記入欄（日数）が足りない場合は、本用紙をコピーして複数枚に分けて記入してもらってください。
　３．必ず裏面もご確認ください。

★★★ご注意ください★★★
この医療費領収証は「学生健保のしおり」７ページ「②領収証（必要項目）」に記載されている事項の記載がない、
もしくは不足している場合のみ提出が必要です。

＜医療機関（または保険薬局）へのお願い＞
　１．１ヵ月分を 1 枚として、記入欄にもれなくご記入ください。空欄は斜線を引いてください。
　２．修正が行われた領収証（訂正印不可）、学生が１ヶ所でも記入した領収証は無効です。
　３．必ず裏面もご確認のうえ、ご記入ください。
　４．記入についてご不明な点があるときは、下部の組合窓口までご連絡下さい。

立教大学学生健康保険互助組合 TEL 03-3985-2442（池袋） TEL 048-471-6924（新座）／2026.4

医 療 費 領 収 証

氏名　　　　　　　　　　様
　　　　　年　　　　　月　診療（処方）　　保険負担割合　　　　％

〈領収明細〉
日 付 保険分合計（円） 一部負担金（円）A 保険外（円）B 領収額（円）A＋B 備　考

〈記入例〉
記入例①　○月 3日　保険分合計 1220 円、保険外 200 円、保険負担割合 30％の場合

記入例②　○月 5日　保険分合計 1540 円、保険外 0 円、保険負担割合 30％の場合

日 付 保険分合計（円） 一部負担金（円）A 保険外（円）B 領収額（円）A＋B 備　考

3 1220 370 200 570

日 付 保険分合計（円） 一部負担金（円）A 保険外（円）B 領収額（円）A＋B 備　考

5 1540 460 0 460

上記の金額を領収いたしました。

領収証発行日　　　　　年　　　　月　　　　日

　医療機関（または保険薬局）名・住所・電話番号

㊞

 以下からご記入ください

裏面もご確認ください

A4サイズに拡大コピーしてご利用ください。



医療費給付申請の際の領収証について

　領収証の必要項目は以下のとおりです。

①　日付
②　宛名
③　保険の負担割合
④　�診療日付ごとの保険診療合計額（保険点数でも可）・保険診療自己負担額 

（一部負担金）・保険外金額、領収額
⑤　医療機関名または保険薬局名・住所・電話番号
⑥　領収印

　領収証にこれらの項目の記載が無い場合には、学生健保書式の「医療費領収証」
を用いて医療機関で記入してもらってください。

＜注　意＞
診療日ごとに

「保険分合計額（保険点数×10）」×「保険負担割合」＝「保険診療自己負担
額（一部負担金Ａ）」となっていない場合は、給付の対象となりません（１円
単位四捨五入は可）。
なお、一部負担金Ａの１ヶ月分の合計が2,500円未満の場合は、申請対象外と
なりますのでご注意ください。

＊医療費給付申請の詳細については、最新版の「学生健保のしおり」をご確認ください。
＊�2024年４月受診分より、接骨院・整骨院・鍼灸院での施術等はすべて給付対象外とな

りました。

立教大学学生健康保険互助組合

口 腔 外 科 治 療 証 明 書

氏　　名　　 様

医　　師　　 　印

病　　名　　 　

上記の治療のため、 年 月に口腔外科としての処置を行いました。

１ヵ月間の治療日は以下のとおりです。

年 月 日

１

２

３

４

５

立教大学学生健康保険互助組合
TEL 03-3985-2442（池袋） TEL 048-471-6924（新座）／2026.4

＜医療機関の方へのお願い＞
　立教大学学生健康保険互助組合では、学生に対する医療費の給付を行っており、「歯科」は対象外、「口
腔外科」は対象内としています。このため、「歯科」において「口腔外科」の治療を行った場合は、医師
による本証明書の発行を求めています。

１．�通院の場合は、１ヵ月分を１枚として、記入欄にもれなくご記入ください。空欄は斜線を引いてく
ださい。

２．‌�入院の場合は、入院期間をご記入ください。なお、入院をした月や退院をした月に通院がある場合
には、＜通院＞欄にもご記入ください。

３．修正が行われた証明書（訂正印不可）、学生が１箇所でも記入した証明書は無効です。
＜組合員へ＞
　１．この証明書は医療機関で記入してもらってください。学生が記入したものは無効です。
　２．この証明書の発行手数料は医療費給付の対象となりません。

上記の治療のため、以下の期間に口腔外科としての入院治療を行いました。

　　　　年　　　　月　　　　日 〜　　　　年　　　　月　　　　日

年　　　　月　　　　日

医療機関名

＜通院＞

＜入院＞

A4サイズに拡大コピーしてご利用ください。



　学生保険委員は組合の執行部である学生保険委員会の構成員です。学生保険委員会の役割につ
いては３ページを、活動内容については 12 ページ（疾病予防活動）をご参照ください。多くの学
生の応募をお待ちしています。
　学生健保に興味を持った方、質問等がある方は、学生保険委員会（池袋：ウィリアムズホール
１階・111 号室　新座：ユリの木ホール２階・部室６）までいつでもご連絡ください。
公式 X、公式インスタグラムでも受け付けています。また、ホームページもご確認ください。

学生保険委員募集 !!

新座キャンパス構内図

池袋キャンパス構内図
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公式 X　@kemkenrikkyo
https://twitter.com/kemkenrikkyo

公式インスタグラム　@rikkyo_kempo
https://instagram.com/rikkyo_kempo

学生保険委員会　献血運動の会　公式 HP
https://sites.google.com/view/rikkyo-gakuseihokenLINK▶

LINK▶ LINK▶
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